
備 考

　２３条第１項」とすること。
　　年　月
第　年次

法文学部

　人文社会学科

（昼間主コース）

　人文社会学科

（夜間主コース）

教育学部

　学校教育教員養成課程

社会共創学部

　産業マネジメント学科

　産業イノベーション学科

　環境デザイン学科

　地域資源マネジメント学科

理学部

　理学科

医学部

　医学科

工学部

　工学科

4 60

4 530

4 90

4 160

4 70

4 25

4 35

4 50

4 225

6 110

　看護学科

(95)

3年次
10

1,120

3年次
20

400

－ 640

－ 280

－ 100

－ 140

－ 200

－ 900

2年次
5

4 275

610

(5) (595)

3年次
10

260

3年次
10

2,140

学士（医学）

学士（看護学）

学士（工学）

学士（社会共
創学）

学士（社会共
創学）

学士（社会共
創学）

学士（理学）

法学関係、経済学
関係、文学関係

法学関係、経済学
関係、文学関係

教育学・保育学関
係

学際領域

学際領域

学際領域

学際領域

理学関係

医学関係

保健衛生学関係
（看護学関係）

工学関係

愛媛県松山市文
京町３番

平成28年4月

第１年次

同上

平成28年4月

第１年次

愛媛県松山市文
京町３番平成11年4月

第１年次

愛媛県松山市文
京町３番平成28年4月

第１年次

平成28年4月 同上

第１年次

平成28年4月 同上

第１年次

平成28年4月 同上

第１年次

平成31年4月 愛媛県松山市文
京町３番第１年次

医学部医学科の
今回の15人の入
学定員の増員
は、令和8年度の
みの臨時定員増
である。また、
医学部医学科の
令和7年度におけ
る収容定員は685
人である。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

大 学 本 部 の 位 置 愛媛県松山市道後樋又10番13号

年 人 年次
人

人

愛媛県松山市文
京町２番５号平成31年4月

第１年次

令和7年4月 愛媛県東温市志
津川４５４第１年次

令和7年4月 同上

第１年次

学士（法学・
政策学、学
術、人文学）

学士（法学・
政策学、人文
学）

学士（教育学）

学士（社会共
創学）

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ コクリツダイガクホウジン　エヒメダイガク

設 置 者 国立大学法人　愛媛大学

大 学 の 目 的
　愛媛大学は、学術の一中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知
的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって文化の創造と発展に貢献することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

　平成18年度から、特別選抜（推薦入試）の枠内に、愛媛県内高校等出身者を対象にした「地域特別枠
（推薦B）」５人を導入し、将来、地域医療の担い手となる高い使命感と倫理観を有し、地域社会にお
いて医学・医療発展に貢献できる医師を目指すものを選抜してきた。
　その後も、平成21年度からは、「緊急医師確保対策」に基づく臨時定員増（５人）及び「経済財政改
革の基本方針2008」を踏まえた定員増（５人）を、平成22年度からは、「経済財政改革の基本方針
2009」を踏まえた臨時定員増（７人）を、平成27年度からは、「新成長戦略」に基づき臨時定員増（３
人）を行っている。臨時定員15人については、令和２・３年度、令和４年度、令和５年度及び令和６年
度の増員申請を経て、「地域特別枠（推薦B）」の入学制度の定員枠20人（臨時定員15人、定員５人）
を令和７年度まで維持している。
　しかし、地域医療を取り巻く現状は厳しさを増し、医師不足の解消のみならず医師の地域偏在の解消
はきわめて喫緊の課題であることから、愛媛県からの要請を受け、愛媛県の医師確保計画に基づく奨学
金を継続して活用し、引き続き令和８年度までの臨時定員増（15人）を行うものである。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ エヒメダイガク

大 学 の 名 称 愛媛大学（Ehime University）

令和7年度 110 685
令和8年度 110 685
令和9年度 95 670
令和10年度 95 655
令和11年度 95 640
令和12年度 95 625
令和13年度 95 610
令和14年度 95 595

人
入学
定員

収容
定員
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（0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
5 4 0 3 12

（5） （4） （0） （3） （12）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人（5） （4） （0） （3） （12）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
5 4 0 3 12

（5） （4） （0） （3） （12）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0

0 2

（5） （4） （0） （3） （12） （0） （2）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 4 0 3 12

0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0）

計（ａ～ｄ）
38 22 8 0 68

（38） （22） （8） （0） （68）

社会共創学部産業マネジメント学科
5 4 0 3 12

0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　9人（37） （22） （8） （0） （67）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 0 0 0 1

（1） （0） （0） （0） （1）

小計（ａ～ｂ）
38 22 8 0 68

（38） （22） （8） （0） （68）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0

－

農学部

　食料生産学科

　生命機能学科

　生物環境学科

4 70

4 45

4 55

3年次
5

290

3年次
2

184

3年次
3

226

学士（農学）

学士（農学）

学士（農学）

農学関係

農学関係

農学関係

77

（35） （24） （17） （1） （77）

0 0 0 0

17

愛媛県松山市樽
味３丁目５番７
号

平成28年4月

第１年次

平成28年4月 同上

第１年次

平成28年4月 同上

第１年次

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　11人

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

（0） （0）

1 77

（35） （24） （17） （1） （77）

0

（0） （0） （0）

（0）

77

（35） （24） （17） （1） （77）

77 人 1 人 3 人

（35） （24） （17） （1） （77） （1） （3）新

設

分

法文学部人文社会学科
35 人  24 人 17 人 1 人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
35 24

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

35 24 17 1

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
35 24 17 1

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

1,800 2年次5 7,490

計 (1,785) 3年次60 (7,475)

実験・実習 計

－ －科目 －科目 －科目 －科目

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

－単位

新
設
学
部
等
の
概
要

教育学部学校教育教員養成課程
38 22 8 0 68 0 20

（38） （22） （8） （0） （68） （0） （20）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

37 22 8 0 67
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（0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
4 5 1 1 11

（4） （5） （1） （1） （11）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人（4） （5） （1） （1） （11）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
4 5 1 1 11

（4） （5） （1） （1） （11）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0

0 1

（4） （5） （1） （1） （11） （0） （1）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 5 1 1 11

0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0）

（0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
7 6 2 1 16

（7） （6） （2） （1） （16）

社会共創学部環境デザイン学科
4 5 1 1 11

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人（7） （6） （2） （1） （16）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
7 6 2 1 16

（7） （6） （2） （1） （16）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0

0 0

（7） （6） （2） （1） （16） （0） （0）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

7 6 2 1 16

0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0）

社会共創学部産業イノベーション学科
7 6 2 1 16

84

84

（34） （30） （2） （18） （84）

（0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
34 30 2 18

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　14人（34） （30） （2） （18） （84）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0

（84）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0

（0） （0） （0）

（13）

理学部理学科
34 30 2 18 84 0 1

（34） （30） （2） （18） （84） （0） （1）

小計（ａ～ｂ）
34 30 2 18 84

（34） （30） （2） （18）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

34 30 2 18

（0） （0）

（0）

0 0

（6） （0） （3）

0 0 0

（0） （0）

13

計（ａ～ｄ）
4

4 6 0 3 13 0 1

（4） （6） （0） （3） （13）

新

設

分

社会共創学部地域資源マネジメント学科
（0） （1）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 6 0 3 大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人（4） （6） （0） （3） （13）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
4

（0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

6 0 3 13

（4）

6 0 3 13

（4） （6） （0） （3） （13）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）
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0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
11 1 3

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　9人（11） （1） （3） （1） （16）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
11 1 3 1 16

（11） （1）

0 0 0

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

（3）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

11 1 3 1 16

0

1 16

（11） （1）

0

（0） （0）

（3） （1） （16）

（0）

（1） （16）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 11
医学部看護学科

11 1 3

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

51 43 26 40 160

0 0

（11） （1） （3） （1） （16） （0） （11）

0 0 0

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
51 43 26 40 160

（51） （43） （26） （40） （160）

1 16

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　105人（51） （43） （26） （40） （160）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
51 43 26 40 160

（51） （43） （26） （40） （160）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

（26） （40） （160） （1） （184）
医学部医学科

51 43 26 40 160

（51）

45 6 0 0 51 1

1 184

（43）

54
工学部工学科

（45） （6） （0） （0） （51） （1） （54）

6 0 0 51 大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　21人（45） （6） （0） （0） （51）

0 0 0 0 0

（0）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
45 6 0 0 51

（45） （6） （0） （0） （51）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
45 6 0 0 51

（45） （6） （0） （0） （51）

農学部食料生産学科
11 13 0 6 30

（11） （13） （0） （6） （30）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

45

0 4

（0） （4）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

11 13 0 6 30

（11） （13） （0） （6） （30）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

0

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
11 13 0 6 30

（11） （13） （0） （6） （30）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

新

設

分

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0

（0） （0） （0）

0

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
11 13 0 6 30

（11） （13） （0） （6） （30）
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計
906

職　　　種

1,116 2,022

（0）

1 620 621        人

（1） （620） （621）

（0） （0）

専　　属 その他 計

3 284

(264) （182） （59） （80） (585) （3） (284)

0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

（－）

－

－

大学全体

事 務 職 員
364　　　　　人  　　　　348　　　　　 人 712        人

（364）

図 書 館 職 員
18 0 18

（18） （0） （18）

（348） （712）

技 術 職 員
523 148 671        人

（523） （148） （671）

指 導 補 助 者
0 0 0         人

（0） （0）

そ の 他 の 職 員

（906） （1,116） （2,022）

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

0 0

（0） （0）

0

計
－ － － － －

合　　　　計
264 182 59 80 585

既

設

分

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6 7 0 5 18

（6） （7） （0） （5） （18）

計（ａ～ｄ）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 5 18

（6） （7） （0）

農学部生命機能学科

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
6 7 0 5 18

（6） （7） （0） （5） （18）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0

6 7 0 5 18

（6） （7） （0） （5） （18）

0 0 0

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

（0）

6 7

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

（－） （－）

（－） （－）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

該当なし

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

（－） （－） （－）
ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － －

計（ａ～ｄ）
－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

小計（ａ～ｂ）

（－） （－） （－） （－） （－）

（－）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－）

－ －

－ － － －

－ － －

（－） （－） （－） （－） （－）

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

－ － － －

（－）

（0）

計
264 182 59 80 585 3 284

（264） （182） （59） （80） （585） （3） （284）

計（ａ～ｄ）
13 15 0 1 29

（13） （15） （0） （1） （29）

（0） （0） （0） （0）

（5） （18）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
13 15 0 1 29

（13） （15） （0） （1）

（0） （0）

0 0 0 0 0

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人（13） （15） （0） （1） （29）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

13 15 0 1

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

29

（29）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

（29） （0） （3）
農学部生物環境学科

13 15 0 1 29 0 3

（13） （15） （0） （1）

新

設

分

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）
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平成28 同上

1.13
《1.06》

1.12
《1.06》

平成31 愛媛県松山市文京町
２番５号

愛媛県松山市文京町
３番

1.14
《1.07》

平成28 同上

1.07
《1.05》

1.07
《1.05》

平成11 愛媛県松山市文京町
３番

1.08
《1.04》

1.09
《1.06》

平成28 愛媛県松山市文京町
３番

1.05
《1.01》

平成28 同上

1.05
《1.01》

平成28 同上

1.07
《1.03》

1.05
《1.02》

1.10
《1.06》

1,120 学士
（法学・政策学、学

術、人文学）

400 学士
（法学・政策学、人

文学）

640 学士
（教育学）

280 学士
（社会共創学）

100 学士
（社会共創学）

140 学士
（社会共創学）

200 学士
（社会共創学）

900 学士
（理学）

4 275 3年次
10

4 90 3年次
20

4 160
－

4 70
－

4 25
－

4 35
－

4 50
－

4 225
－

法文学部

　人文社会学科
　昼間主コース

平成28

学生納付金以外の維持方法の概要 －

－ －

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

－千円

－ － －

－ － － －

設 備 購 入 費 － － － － －

第３年次

倍

　人文社会学科
　夜間主コース

教育学部

　学校教育教員養成課程

社会共創学部

　産業マネジメント学科

　産業イノベーション学科

　環境デザイン学科

国費（運営費交
付金）による

－千円 －千円 －千円 －千円

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 愛媛大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

　地域資源マネジメント学科

理学部

　理学科

図
書
・
設
備

（25,863〔10,040〕）

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

校
　
地
　
等

－

教員１人当り研究費等 － － －

スポーツ施設等

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分

図 書 購 入 費 － － －

共同研究費等

教 室 ・ 教 員 研 究 室

－ －

－千円

0㎡ 0㎡

（　　　　　221,937㎡）（　　　　　　0㎡） （　　　　　　0㎡）

教 室 795室 教 員 研 究 室

第４年次 第５年次 第６年次

－ － －

スポーツ施設 講堂

開設前年度 第１年次 第２年次

厚生補導施設

30,056㎡ 428㎡ 10,953㎡

1

（1,130,671〔320,799〕） （3,963〔1,308〕） （25,863〔10,040〕） （6,405〔4,665〕） （12,386） （1）
計

1,130,671〔320,799〕　 3,963〔1,308〕　 25,863〔10,040〕　 6,405〔4,665〕 12,386

新設学部等の名称

大学全体

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

1

（1,130,671〔320,799〕） （3,963〔1,308〕） （6,405〔4,665〕） （12,386） （1）

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

1,130,671〔320,799〕　 3,963〔1,308〕　 25,863〔10,040〕　 6,405〔4,665〕 12,386

標本

817室

計
大学全体

221,937㎡

合 計 4,658,160㎡ 0㎡

大学全体

校 舎 敷 地 401,011㎡ 0㎡ 0㎡ 401,011㎡

そ の 他 4,257,149㎡ 0㎡ 0㎡

0㎡ 4,658,160㎡

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

4,257,149㎡

221,937㎡

（　　　　　221,937㎡）
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令和7年度入学定
員増（15人）

医農融合公衆衛
生学環の内数と
する入学定員数

令和6年度より入
学定員増（30
人）

地域レジリエン
ス学環の内数と
する入学定員数

地域レジリエン
ス学環の内数と
する入学定員数

令和2 同上

1.25
《1.04》

平成18 愛媛県東温市志津川
４５４

1.11
《0.90》

平成10 同上

1.62
《1.25》

令和2 同上

平成28 愛媛県松山市樽味３
丁目５番７号

1.07
《1.05》

平成28 同上

1.09
《1.07》

平成28 同上

0.78
《0.75》

令和2 愛媛県松山市文京町
３番

0.78
《0.64》

令和2 同上

1.15
《1.10》

令和2 愛媛県松山市文京町
３番

1.00
《0.98》

1.02
《1.00》

昭和48 愛媛県東温市志津川
４５４

0.97
《0.95》

平成6 同上

1.08
《1.03》

1.08
《1.02》

平成31 愛媛県松山市文京町
３番

1.10
《1.07》

1.12
《1.08》

1.17
《1.17》

120 博士
（医学）

24 修士
（看護学）

【4】

6 博士
（看護学）

学士
（工学）

290 学士
（農学）

184 学士
（農学）

226 学士
（農学）

24 修士
（法学、人文学）

【2】

16 修士
（経済学、学術）

【2】

20 修士
（臨床心理学）

80 教職修士
（専門職）

685 学士
（医学）

260 学士
（看護学）

2,080

4 30
－

2 12
－

【2】

3 2
－

2 12
－

【1】

2 8
－

【1】

2 10
－

2 40
－

6 110 2年次
5

4 60 3年次
10

4 530 3年次
10

4 70 3年次
5

4 45 3年次
2

4 55 3年次
3

　心理発達臨床専攻

（専門職学位課程）

　教育実践高度化専攻

医学系研究科

（博士課程）

　医学専攻

（博士前期課程）

　看護学専攻

（博士後期課程）

　看護学専攻

工学部

　工学科

農学部

　食料生産学科

　生命機能学科

　生物環境学科

人文社会科学研究科

（修士課程）

　法文学専攻

　産業システム創成専攻

教育学研究科

（修士課程）

既
設
大
学
等
の
状
況

医学部

　医学科

　看護学科
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令和6年度より入
学定員増（20
人）

地域レジリエン
ス学環の内数と
する入学定員数

医農融合公衆衛
生学環の内数と
する入学定員数

地域レジリエン
ス学環の内数と
する入学定員数

医農融合公衆衛
生学環の内数と
する入学定員数

地域レジリエン
ス学環の内数と
する入学定員数

昭和60 同上

愛媛県東温市志津川
４５４

愛媛県松山市文京町
３番

令和5 同上

1.02
《0.97》

平成28 愛媛県松山市樽味３
丁目５番７号

1.32
《1.32》

平成28 同上

1.03
《1.02》

平成28 同上

1.28
《1.24》

昭和60 愛媛県松山市樽味３
丁目５番７号

1.33
《1.25》

昭和60 同上

1.12
《1.11》

令和5 愛媛県松山市文京町
３番

【2】

46 修士
（農学）

46 修士
（農学）

【4】

【2】

27 博士
（農学、学術）

12 博士
（農学、学術）

12 博士
（農学、学術）

修士
（公衆衛生学）

修士
（学術）

1.07
《1.07》

1.83
《1.58》

540 修士
（理学、工学、数理

情報学）

【4】

69 博士
（理学、工学、数理

情報学）

52 修士
（農学）

【2】

3 9
－

3 4
－

3 4
－

2 26
－

【1】

【1】

2 23
－

2 23
－

【2】

【1】

2 270

－

【2】

3 23

－

　生物資源利用学専攻

　生物環境保全学専攻

研究科等連係課程実施基本組織

（修士課程）

（博士後期課程）

　理工学専攻

農学研究科

（修士課程）

　食料生産学専攻

　生命機能学専攻

　生物環境学専攻

連合農学研究科

（博士課程）

　生物資源生産学専攻

理工学研究科

（博士前期課程）

　理工学専攻

2

令和52 6
－

12 1.44
《1.12》

　医農融合公衆衛生学環

既
設
大
学
等
の
状
況

5
－

10 1.15
《0.93》

令和4

地域レジリエンス学環
（修士課程）

-基本計画書-8-



所在地：愛媛県松山市大井野町乙145番2

設置年月：昭和32年9月

規模等：土地面積　3,838,905㎡

名称：教育学部附属小学校

目的：児童教育、研究及び教員養成

所在地：愛媛県松山市持田町1丁目5番22号

設置年月：昭和24年5月

規模等：建物面積　5,700㎡

名称：教育学部附属中学校

目的：生徒教育、研究及び教員養成

所在地：愛媛県松山市持田町1丁目5番22号

設置年月：昭和24年5月

名称：教育学部附属特別支援学校

目的：特別支援教育、研究及び教員養成

所在地：愛媛県松山市持田町1丁目5番22号

設置年月：昭和47年4月

規模等：建物面積　3,202㎡

名称：愛媛大学附属高等学校

目的：高等普通教育及び専門教育、研究、教育実習

所在地：愛媛県松山市樽味3丁目2番40号

設置年月：平成20年4月

規模等：建物面積　13,785㎡

名称：農学部附属農場

目的：農学の理論を探求しつつ、応用技術を総合化する研究及び学生生徒の実験実習

所在地：愛媛県松山市八反地甲498番地

設置年月：昭和29年4月

規模等：土地面積　187,722㎡

名称：農学部附属演習林

目的：森林・林業に関する研究及び学生生徒の実験実習

名称：医学部附属病院

目的：医学教育、研究及び診療

所在地：愛媛県東温市志津川４５４

設置年月：昭和51年5月

規模等：建物面積　72,336㎡

名称：教育学部附属幼稚園

目的：幼児教育、研究及び教員養成

所在地：愛媛県松山市持田町1丁目5番22号

設置年月：昭和24年5月

規模等：建物面積　1,115㎡

規模等：建物面積　7,121㎡

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

附属施設の概要

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。
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国立大学法人　愛媛大学　設置認可等に関わる組織の移行表

令和８年度 入学
定員

編入学
定員

収容
定員

令和８年度 入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

（医学部定員増をしなかった場合） （医学部定員増をした場合）

愛媛大学 愛媛大学

　法文学部 3年次 　法文学部 3年次

　　人文社会学科 365 30 1,520 　　人文社会学科 365 30 1,520

　　　（昼間主コース） 275 10 1,120 　　　（昼間主コース） 275 10 1,120

　　　（夜間主コース） 90 20 400 　　　（夜間主コース） 90 20 400

　教育学部 　教育学部
　　学校教育教員養成課程 160 - 640 　　学校教育教員養成課程 160 - 640

　社会共創学部 　社会共創学部
　　産業マネジメント学科 70 - 280 　　産業マネジメント学科 70 - 280

　　産業イノベーション学科 25 - 100 　　産業イノベーション学科 25 - 100

　　環境デザイン学科 35 - 140 　　環境デザイン学科 35 - 140

　　地域資源マネジメント学科 50 - 200 　　地域資源マネジメント学科 50 - 200

　理学部 　理学部

　　理学科 225 - 900 　　理学科 225 - 900

　医学部 2年次 医学部 2年次

　　医学科 95 5 595 　　医学科 110 5 610 　定員変更（15）

3年次 3年次

　　看護学科 60 10 260 　　看護学科 60 10 260

　工学部 3年次 工学部 3年次

　　工学科 530 10 2,140 　工学科 530 10 2,140

　農学部 3年次 農学部 3年次

　　食料生産学科 70 5 290 　食料生産学科 70 5 290

　　生命機能学科 45 2 184 　生命機能学科 45 2 184

　　生物環境学科 55 3 226 　生物環境学科 55 3 226

2年次 2年次

5 5

3年次 3年次

60 60

愛媛大学大学院 愛媛大学大学院

　人文社会科学研究科 　人文社会科学研究科
　　法文学専攻（M） 12 - 24 　　法文学専攻（M） 12 - 24
　　　（うち、法文学専攻から地域レジリエンス
　　　学環の内数とする入学定員数及び収容
　　　定員数)

(1) - (2) ※2
　　　（うち、法文学専攻から地域レジリエンス
　　　学環の内数とする入学定員数及び収容
　　　定員数)

(1) - (2) ※2

　　産業システム創成専攻（M） 8 - 16 　　産業システム創成専攻（M） 8 - 16
　　　（うち、産業システム創成専攻から地域
　　　レジリエンス学環の内数とする入学定員
　　　数及び収容定員数)

(1) - (2) ※2
　　　（うち、産業システム創成専攻から地域
　　　レジリエンス学環の内数とする入学定員
　　　数及び収容定員数)

(1) - (2) ※2

　教育学研究科 　教育学研究科
　　心理発達臨床専攻（M） 10 - 20 　　心理発達臨床専攻（M） 10 - 20
　　教育実践高度化専攻（P） 40 - 80 　　教育実践高度化専攻（P） 40 - 80

　医学系研究科 　医学系研究科
　　医学専攻（D） 30 - 120 　　医学専攻（D） 30 - 120
　　看護学専攻（M） 12 - 24 　　看護学専攻（M） 12 - 24
　　　（うち、看護学専攻から医農融合公衆衛生
　　　学環の内数とする入学定員及び収容定員
　　　数）

(2) - (4) ※1
　　　（うち、看護学専攻から医農融合公衆衛生
　　　学環の内数とする入学定員及び収容定員
　　　数）

(2) - (4) ※1

　　看護学専攻（D） 2 - 6 　　看護学専攻（D） 2 - 6

　理工学研究科 　理工学研究科
　　理工学専攻（M） 270 - 540 　　理工学専攻（M） 270 - 540
　　　(うち、理工学専攻から地域レジリエンス
　　　学環の内数とする入学定員数及び収容
　　　定員数)

(2) - (4) ※2
　　　(うち、理工学専攻から地域レジリエンス
　　　学環の内数とする入学定員数及び収容
　　　定員数)

(2) - (4) ※2

　　理工学専攻（D） 23 - 69 　　理工学専攻（D） 23 - 69

　農学研究科 　農学研究科
　　食料生産学専攻（Ｍ） 26 - 52 　　食料生産学専攻（Ｍ） 26 - 52
　　　（うち、食料生産学専攻から医農融合公衆
　　　衛生学環の内数とする入学定員及び収
　　　容定員数）

(1) - (2) ※1
　　　（うち、食料生産学専攻から医農融合公衆
　　　衛生学環の内数とする入学定員及び収
　　　容定員数）

(1) - (2) ※1

　　　(うち、食料生産学専攻から地域レジリエ
　　　ンス学環の内数とする入学定員数及び
　　　収容定員数)

(1) - (2) ※2
　　　(うち、食料生産学専攻から地域レジリエ
　　　ンス学環の内数とする入学定員数及び
　　　収容定員数)

(1) - (2) ※2

　　生命機能学専攻（Ｍ） 23 - 46 　　生命機能学専攻（Ｍ） 23 - 46
　　生物環境学専攻（Ｍ） 23 - 46 　　生物環境学専攻（Ｍ） 23 - 46
　　　（うち、生物環境学専攻から医農融合公衆
　　　衛生学環の内数とする入学定員及び収
　　　容定員数）

(2) - (4) ※1
　　　（うち、生物環境学専攻から医農融合公衆
　　　衛生学環の内数とする入学定員及び収
　　　容定員数）

(2) - (4) ※1

　　　(うち、生物環境学専攻から地域レジリエ
　　　ンス学環の内数とする入学定員数及び
　　　収容定員数)

(1) - (2) ※2
　　　(うち、生物環境学専攻から地域レジリエ
　　　ンス学環の内数とする入学定員数及び
　　　収容定員数)

(1) - (2) ※2

　連合農学研究科 　連合農学研究科
　　生物資源生産学専攻（Ｄ） 9 - 27 　　生物資源生産学専攻（Ｄ） 9 - 27
　　生物資源利用学専攻（Ｄ） 4 - 12 　　生物資源利用学専攻（Ｄ） 4 - 12
　　生物環境保全学専攻（Ｄ） 4 - 12 　　生物環境保全学専攻（Ｄ） 4 - 12

　医農融合公衆衛生学環（Ｍ） (5) - (10) ※1 　医農融合公衆衛生学環（Ｍ） (5) - (10) ※1

　地域レジリエンス学環（M） (6) - (12) ※2 　地域レジリエンス学環（M） (6) - (12) ※2

計 496 - 1,094 計 496 - 1,094
※1 医農融合公衆衛生学環(M)の入学定員及び収容定員は、医学系研究科
看護学専攻（M)、農学研究科食料生産学専攻（M)及び農学研究科生物環境学
専攻（M)の内数とする。
※2 地域レジリエンス学環(M)の入学定員及び収容定員は、人文社会科学研
究科法文学専攻（M)、人文社会科学研究科産業システム創成専攻（M）、理工
学研究科理工学専攻（M）、農学研究科食料生産学専攻（M)及び農学研究科
生物環境学専攻（M）の内数とする。

※1 医農融合公衆衛生学環(M)の入学定員及び収容定員は、医学系研究科看護学専攻（M)、農学研究
科食料生産学専攻（M)及び農学研究科生物環境学専攻（M)の内数とする。
※2 地域レジリエンス学環(M)の入学定員及び収容定員は、人文社会科学研究科法文学専攻（M)、人文
社会科学研究科産業システム創成専攻（M）、理工学研究科理工学専攻（M）、農学研究科食料生産学専
攻（M)及び農学研究科生物環境学専攻（M）の内数とする。

計 1,785 7,475 計 1,800 7,490
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国立大学法人等施設実態報告（様式２）

学校番号

０３５２ 愛 媛 大 学

学 校 名 作成年度

案内図（県内位置図）
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R7年度
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愛 媛 大 学

団 地 名

学校番号 学 校 名 作成年度

０３５２

附属小・中・幼・特別支援学校

学 部 等 名

愛 媛 大 学 全 団 地 一 覧 表

団地番号

Ｎ

01km 1km 2km 3km 4km 5km

法文・理・工・教育・社会共創
・共通教育・大学本部道後樋又10番13号

松山市文京町3番、文京町2番5号、

所 在 地 名

025

007

028

022

009

026

011

019

004

001

002
003 100

006

023

００１

００２

００３

００４

００６

００７

００９

０１１

梅 津 寺

城 北

持 田

樽 味

御 幸

畑 寺

米 野

東 長 戸

111

018

農・附属高校

農・附属高校

演習林

職員宿舎

国立大学法人等施設実態報告（様式２） 案内図（市街位置図①）

学生寄宿舎

借用団地（課外施設 ﾎﾞｰﾄ艇庫)

松山市樽味3丁目5番7号

松山市御幸2丁目3番15号

松山市畑寺町丙47番2号

松山市米野町乙184-1

松山市梅津寺町1861

松山市東長戸4丁目3番1号

松山市持田町1丁目5番22号

松山市山越4丁目11番10号

東温市志津川

松山市溝辺町乙298番地

０１８

０１９

０２２

０２３

鷹 子

山 越

重 信

溝 辺

国際交流会館

屋外運動場・課外施設

医学部・附属病院

附属高校

伊予市森字下新田甲736番1

松山市大井野町乙145番2

松山市八反地甲498番地

松山市北斎院町津田山乙223番地

松山市東野4丁目222番地

西予市野村町野村9号53番地

四国中央市妻鳥町乙127

南宇和郡愛南町船越1289-1
南宇和郡愛南町内泊25-1

宇和島市津島町近家1651番34

上浮穴郡久万高原町菅生二番耕地280-38

西予市宇和町卯之町2-24

松山市東方町甲2032-1、2034-1、
2036、2037

０２５

０２６

０２７

０２８

０２９

１００

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１１０

北 条

津 田 山

伊 予

大 井 野

東 野

東 方

愛 南

野 村

川 之 江

西 条

宇 和 島

久 万

１１１ 東温市田窪300-2

宇 和

田 窪

附属農場

附属特別支援学校

演習林・短期学生宿舎

借用団地（課外施設 ﾖｯﾄ艇庫)

演習林

借用団地（農学部）

借用団地（紙産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

借用団地（地域協働ｾﾝﾀｰ南予）

借用団地（地域協働ｾﾝﾀｰ西条）

借用団地（地域ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ）

借用団地（南予水産研究ｾﾝﾀｰ）

　　　　　　　　　  　ｾﾝﾀｰ）

附属農場

借用団地（地域協働ｾﾝﾀｰ中予）

松山市鷹子町40番地

西条市ひうち1番地16

借用団地（先端農業R＆Dｾﾝﾀｰ）

R7年度
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乳幼児（０～６歳）71名
学　童（小学生１～６年生）15名

電話番号／ファクシミリ番号　089－960－5945

問い合わせ先

至高松
Takamatsu

高浜
Takahama

三津
Ｍitsu

松山観光港
Matsuyama
Seaport

三津浜港
Mitsuhama
Seaport

至今治
Imabari

松山城
Matsuyama
Castle

JR
Matsuyama
Station

Ｊ
Ｒ
松
山
駅

Ｊ
Ｒ
予
讃
線

県
道
松
山
・
川
内
線（
旧
Ｒ
11
）

大手町
Otemachi

松山空港
Matsuyama
Airport

至宇和島
Uwajima

愛大医学部南口
Aidaiigakubuminamiguchi

至高知

環状線

松山自動車道松山I.C 川内I.C

Kochi

至西条
Saijo見奈良

Minara
横河原
Yokogawara

道後温泉
Dogo Hot Spring

伊予鉄道

松山市駅
Ｍatsuyama City Station

愛媛大学大学院医学系研究科
Ehime University Graduate School of Medicine

愛媛大学医学部／附属病院
University School of Medicine／University Hospital

交通アクセス
　バス利用の場合

松山市駅前⑧番のりばから川内方面行きに乗車，
愛大病院前で下車（約35分）

　電車利用の場合
JR松山駅から徒歩5分，伊予鉄大手町駅で横河原
方面に乗車，愛大医学部南口で下車（約35分）

タクシー利用の場合
松山市駅～愛媛大学医学部及び附属病院（約30分）
JR松山駅～愛媛大学医学部及び附属病院（約40分）
松山空港～愛媛大学医学部及び附属病院（約50分）

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

入学式
前学期授業開始
新入生合宿研修
医学科臨床実習開始

看護学科臨地実習開始

医学祭

白菊会総会

前学期授業終了

夏季休業開始
オープンキャンパス

解剖体慰霊祭
共用試験OSCE
学生祭

共用試験CBT

冬季休業開始
冬季休業終了
後学期授業終了

夏季休業終了
後学期授業開始

医師，看護師，保健師国家試験

医師，看護師，保健師国家試験合格発表
学位記授与式

● 入所定員

〈基本保育〉　7：30 ～ 18：30
〈延長保育〉　6：30 ～ 7：30，18：30 ～ 20：30
〈夜間保育〉　水曜日，金曜日の18：30 ～翌日の7：30まで
〈休 所 日〉　日曜日，12月29日～ 1月3日まで
〈病児保育〉　7：30 ～ 18：30

● 保育時間

16 Day Nurseryあいあいキッズ

17 Event Calendarイベントカレンダー
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主風向
冬期

夏期
主風向

緑の森

P(197台)

(001)

P(164台)

納骨堂

昭50 R2 531㎡【1975】

看護師宿舎
(010)
中棟

昭51,53
R5

2,740㎡

【1976･1978】1,261㎡
【1978】

(025)

昭49,平10,14,16

(002)
中央機械室

R2,R1 2,693㎡

(018)体育館
昭55 R1,S1
1,058㎡ 
【1980】

(027)総合学習棟

822㎡
平22 S2

総合教育棟
(034)

昭49,51,56,平6,10
医学部本館

【1974･1976･1981,1994,1998

(004)

(011)

(032)

職員福利棟

257㎡【2009】

病理解剖臨床講義棟

【1976･2001】

【2010】

【2001･2006･2008】
15,186㎡

(035)

平23 R3
2,528㎡
【2011】

<外来棟>

【1990】

 

(037)

13,14,16,22

･2001･2002,2004,2010】

医学部
(003)

P(99台)

平24 R4
2,600㎡ 

19,612㎡

(038)

(006)南口管理倉庫

【1975･1981･2012･2015】

昭50,56,平24,27

昭50,平6,13,17

学術支援ｾﾝﾀｰ
(004)

(011)

昭51,54,57,58,63,平22,23,27
R1,R3,S3　4,438㎡

【1976･1979･1982･1983
･1988･2010･2011･2015】

学術支援ｾﾝﾀｰ

(030)

附属病院
院内保育所

平18,20,24
W1 525㎡

【2006･2008･2012】

武道場
平10,26

(024)

【1998･2014】

平26 S1
125㎡

【2014】

発電機室
(038) 体育用具室

・更衣室
昭55 B2
157㎡

【1980】

(019)

保存緑地

P(83台)
(17台)
P

(017)
管理棟

<高ｴﾈ>

【2012】

P(130台)

P(68台)

RI

P(20台)

(014)
南棟
昭52
R4

1,418㎡
【1977】

北棟
昭53
R4

(015)

昭53,平26 R2,S2
1,851㎡

【1978･2014】

【2010】

平15 S2 499㎡
【2003】

P(36台)

ﾃﾆｽｺｰﾄ

P(14台)

P(54台)

P(56台)

【1974･1998
･2002･2004】

(024)

立体駐車場

【2011】

(036)

(283台)
平23 S1 3,131㎡

(031)

附属病院3号館
(033)

（あいあいｷｯｽﾞ）

（あいﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ）

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

(023)

2,543㎡

1,900㎡

P(3台)

(022)

(009)

(040)

(013)

昭51 B1 97㎡

(030)

(031)
事務室

平20 W1 90㎡
【2008】

P(6台)

(019)

(013)

P(2台)

P

【1996･1997】

看護学科
校舎

5,192㎡

(026)
附属病院2号館

平22 S1,S3 2,192㎡

R1,R2,S1,S2 1,669㎡

医学部図書館
(016)

ｺﾞﾙﾌ
練習場

<病棟>

市道横河原東温高校線（幅員4.0m～6.1m）

市道樋口東温高校線（幅員6.0m～8.0m）

(039)

(9台)

（350台）

（041）
立体駐車場

令3 S2 6,160㎡
【2021】

(020)
医学部

臨床研究棟
昭60 R3
1,606㎡
【1985】

平8,9 SR6,S2P(72台)

(043)

(005)

（042）

令3 S3
2,342㎡

多目的棟

【2021】

多用途型

【2021】

(043)

トリアージ施設
令3 S1 198㎡

病歴棟
(022)

平6,12

【1994･2000】

(044)
倉庫

【2019】
令1 S1 28㎡

倉庫

倉庫

(045)

令2 S1 28㎡
【2020】

(046)

令2 S1 28㎡
【2020】

(046) (045) (044)

P(8台)

市
道
樋
口
東
温
高
校
線
（
幅
員
5
.8
m～

9
.
9m
）

平2 R1 468㎡
(021)MRI棟

<動物実験施設>

<ＲＩ実験施設>

（動物実験施設・ＲＩ実験施設）

（医科学研究支援部門）

RI

守衛室･車庫
(005)

昭50,56
R1 278㎡

【1975･1981】

(040)

【2014】

人工関節開発支援室
平26 S1 28㎡

(029)
低侵襲ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室

平17
S1 115㎡
【2005】

(039)

【2014】

防災倉庫
平26 B1 45㎡

(029)

学生・研修医宿舎

P(24台)

民有地

緑の広場

P(305台)

運動場

(008)
職
員
宿
舎
昭50
R5

2,030㎡
【1975】 【1975】

2,030㎡
R5

昭50

職
員
宿
舎

(007)

医学部薬品庫

【1976】

支援ｾﾝﾀｰ
地域医療

(025)液体酸素ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ室
平11 R1 43㎡【1999】

SR9,SR1,R2,S1

【1975･1994･2001･2005】
R1,R3 1,569㎡

昭51,平13 R2-1,R2,R1

【1978･2015･2016】

昭53,平27,平28
R3,S3

R1,R3 905㎡

S1,S2 362㎡

SR9-1,SR1,S3-1
平13,18,20

平21 S2

(012)
附属病院本館
45,824㎡

昭51,52,58,平1,2,6,10,12,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28
【1976･1977･1983･1989･1990･1994･1998
･2000･2002･2003･2004･2005･2006･2007

･2008･2013･2014･2015･2016】

SR10,SR10-1,R1,R2,R2-1,R3,R4-1,S1,S1-1,S4,S4-1

至
　
横
河
原
駅
　
　
←
　
　
伊
予
鉄
道
横
河
原
駅
　
　
→
　
　
至
　
松
山
駅

H14

H10S58

H20

H17

H14

S51

H20

H1

H12

H20H2

S63

S51

H17
H6

H8

S49

H13

S56

S49 S56

H22
S49

H14

H16

H14

H10

H13

H6

S49

H23 H22

S58

S51
H13

H18

H20

H18

H14

H17

H17

H16

H20
H16

H15

H18
H12

H17

H16

S52

S51

H24S50

H22

H14 H10 H16

H26

S54

S53

S51

H27

H6

S53

H20

H24

H18

H10

H16S58

H26

S57

H13

H27 S53

H16

S50

H27

H10

H19

H26

H28

H6

H26H27

H9

S63

S56

S50

H25

至
 松

山
　
←
　
県
道
３
３
４
号
　
→
　
至
 川

内

学　校　名

愛媛大学

学 校 番 号

０３５２

所　　　　　在　　　　　地団　地　名

重　信

団 地 番 号

０２２

学　　　　　部　　　　　等　　　　　名全 学 生 数容　積　率建 ぺ い 率建物延面積建 築 面 積敷　 地　 面　 積

191,168㎡

Ａ４：Ｓ＝１／３０００
Ａ３：Ｓ＝１／２０００

作 成 年 度

Ａ１：Ｓ＝１／１０００

国立大学法人等施設実態報告（様式２） 配　　置　　図

東温市志津川

事項

建物出入口

敷地出入口（主要な出入口）

道 路

囲 障

樹 木

芝 生

敷 地 境 界

　　〃　　（上記以外の出入口）

現 有 建 物（将来とも利用する建物）

　　〃　　 （上記以外の建物）

　　〃　　 （未とりこわし建物）

凡例

0 10 20 30 40 50 100

750人44,897㎡ 139,202㎡ 学術支援センター,プロテオサイエンスセンター,
総合情報メディアセンター,大学図書館,宿舎,保育施設

医学部(医学科,看護学科),医学部附属病院本院,RI施設,

23.5％ 72.8％ R7年度
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愛媛大学学則（案） 

平成１６年４月１日   

規 則 第   １   号   
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第１章 総則 

第１節 目的等 

（目的） 

第１条 愛媛大学（以下「本学」という。）は、学術の一中心として、広く知識を授けるととも

に、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって文化の創

造と発展に貢献することを目的とする。 

２ 本学は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供すること

により、社会の発展に寄与するものとする。 

（点検評価等）  

第２条 本学は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 109 条第１項の規定に基づき、教育研

究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、社会貢献、組織及び運営並びに施設及び設

備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の点検及び評価並びに学校教育法第 109 条第２項及び第３項の規定に基づく認

証評価等の結果を踏まえ、本学の教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、そ

の水準の向上を図るものとする。 

３ 第１項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育研究上の目的の公表等）  

第３条 本学は、学部、学科又は課程ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

を定め、公表するものとする。  

２ 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の推進に資するため、その教育研究活動の状況を公

表するものとする。  

 

第２節 教育研究組織等 

 （学科、課程）    

-学則-1-



 

第４条 本学の学部に、次の学科及び課程を置く。 

  法文学部   人文社会学科 

  教育学部   学校教育教員養成課程 

  社会共創学部 産業マネジメント学科 

         産業イノベーション学科 

         環境デザイン学科 

         地域資源マネジメント学科 

  理学部    理学科 

  医学部    医学科 

         看護学科 

  工学部    工学科 

  農学部    食料生産学科 

         生命機能学科 

         生物環境学科 

 （教育研究実施組織） 

第４条の２ 本学は、教育研究上の目的を達成するため、各学部に、別表１のとおり、必要な教

員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制する。 

２ 本学は、前項の教育研究実施組織を編制するに当たっては、当該学部の教育研究活動等の運

営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協

働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 

 

第３節 収容定員 

 （収容定員） 

第５条 各学部の収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 

収容定員 

入学定員 

編入学定員 

総定員 第 2年

次 

第 3年

次 

法文学部  

人文社会学科 

人  人 人 

    昼間主コース 275  10 1,120 

    夜間主コース 90  20 400 

計 365  30 1,520 

教育学部 学校教育教員養成課程 160   640 

計 160   640 

社会共創学部 産業マネジメント学科 70   280 

産業イノベーション学科 25   100 

環境デザイン学科 35   140 

地域資源マネジメント学科 50   200 

計 180   720 

理学部 理学科 225   900 

計 225   900 

医学部 医学科 95 5  595 

看護学科 60  10 260 

計 155 5 10 855 

工学部 工学科 530  10 2,140 

計 530  10 2,140 

農学部 食料生産学科 70  5 290 

生命機能学科 45  2 184 

生物環境学科 55  3 226 

-学則-2-



 

計 170  10 700 

合計 1,785 5 60 7,475 

 

第２章 学部通則 

第１節 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

 （学期） 

第７条 学年を分けて次の２学期とする。 

前学期 ４月１日から９月 23日まで 

後学期 ９月 24日から翌年３月 31日まで 

２ 前項に定める各学期は、前半及び後半に分けることができる。 

 （休業日） 

第８条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日 

土曜日（法文学部の夜間主コースを除く。） 

国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

夏季休業 ８月７日から９月 30日まで 

開学記念日 11月 11日 

冬季休業 12月 24日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に

休業日を定めることがある。 

 

第２節 修業年限及び在学期間 

 （修業年限） 

第９条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科にあっては、６年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学の科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として一定

の単位を修得し本学に入学する場合で、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修し

たと認められるときは、その単位数等に応じて、相当期間を本学の修業年限の２分の１を超え

ない範囲で修業年限に通算することができる。 

 （在学期間） 

第 10条 在学期間は、修業年限の２倍の年数を超えることができない。ただし、医学部医学科に

あっては、１年次、２年次及び３年次において６年(第 36 条の２の規定により第２年次に編入

学した者の２年次及び３年次においては４年)並びに４年次、５年次及び６年次において６年を

超えることができないものとし、医学部看護学科にあっては、１年次及び２年次において４年

並びに３年次及び４年次において４年を超えることができないものとする。 

 

第３節 教育課程及び履修方法 

 （授業科目の区分） 

第 11条 授業科目を分けて、共通教育科目及び専門教育科目とする。 

２ 共通教育科目及び専門教育科目の授業科目及び単位数は、別に定める。 

 （教育課程の編成方針）  

第 12条 卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授

業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く

深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

３ 先進的・学際的研究領域の次世代を担う優れた人材を養成することを目的として、第１項に

規定する教育課程とは別に、教育課程を設けることができる。 

（連携開設科目） 

第 12 条の２ 本学が、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認

めるときは、前条第１項の規定にかかわらず、大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第
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19 条の２に基づき、他の大学が本学と連携して開設する授業科目（以下「連携開設科目」とい

う。）を、本学が自ら開設したものとみなすものとする。 

 （教育課程の編成方法） 

第 13条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配

当して編成するものとする。 

 （教職に関する専門教育科目） 

第 14条 教育職員免許状を受ける資格を得させるため、教育学部以外の学部においても、教職に

関する専門教育科目を設けることができる。 

 （履修方法） 

第 15条 学生が履修すべき授業科目の種類、単位数及びその履修方法は、各学部規程の定めると

ころによる。 

 （履修科目の登録の上限） 

第 16条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得

すべき単位数について、学生が 1 年間又は 1 学期に履修科目として登録することができる単位

数の上限は、別に定める。 

２ 前項の別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、

前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第 16条の２ 学生が第 12条の２に規定する連携開設科目について修得した単位を、本学における

授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第 17 条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国

の大学又は外国の短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等

履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修によ

り修得したものとみなすことができる。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第 25条第１項に規定す

る学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学等の場合を

除き、本学において修得した単位以外のものについては、第 24条第２項及び第４項並びに第 25

条第１項及び第 25 条の２第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合

わせて 60単位を超えないものとする。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第 18条 学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、

学長がその計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項の規定により計画的な履修が認められた者の修業年限は、第９条第１項に規定する修業

年限に、４年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。 

３ 第１項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は、第９条第１項に規定する修

業年限の２倍の年数に、４年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることがで

きない。 

 （単位計算方法） 

第 19 条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし、第 22 条第 1 項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね 15 時間から 45 時間までの範囲で定める

時間の授業をもって 1 単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野におけ

る個人指導による実技の授業については、定める時間の授業をもって１単位とすることができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学

修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

 （単位の授与及び成績判定） 
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第 20条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の別に定める適切な方法により学修の

成果を評価して、単位を与えるものとする。 

２ 授業科目の成績は、原則として、秀、優、良、可又は不可の５種の評語をもって表わし、秀、

優、良及び可を合格とする。  

 （成績評価基準等の明示等） 

第 21条 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ

明示するものとする。 

２ 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保す

るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に

行うものとする。 

 （授業の方法） 

第 22条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修

させることができる。 

３ 第 1 項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様と

する。 

（授業期間） 

第 22条の２ １年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。 

 （他学部の授業科目の履修） 

第 23条 学生は、他の学部の授業科目を履修することができる。ただし、この場合は、所属学部

長を経て当該学部長の許可を得なければならない。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 24条 本学が、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生を他の大学又は短

期大学に派遣の上、授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により、学生が修得した単位は、第 17 条第１項及び第２項並びに第 25 条第１項

及び第 25 条の２第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60

単位を超えない範囲内で、本学において修得したものとみなすことができる。 

３ 第１項の規定により、学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとするときは、

学部長を経て学長の許可を得なければならない。 

４ 第１項から前項までの規定は、学生が、外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合、外

国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合

及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程に

おける授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第 25条 本学が、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が行う短期大学又

は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における

授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位数は、第 17条第１項及び第２項並びに前条第２項

及び第４項並びに次条第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ

て 60単位を超えないものとする。 

 （休学期間中の授業科目の履修等） 

第 25 条の２ 本学が、教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学又は短期大学

（外国の大学又は外国の短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位

を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第 17条第１項及び第２項並

びに第 24 条第２項及び第４項並びに第 25 条第１項の規定により本学において修得したものと

みなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

 （外国人留学生に関する授業科目等の特例） 
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第 26条 第 57条に規定する外国人留学生に対しては、第 11条に規定する共通教育科目として、

留学生対象科目を開設する。 

２ 外国人留学生が履修すべき授業科目の種類、単位数及びその履修方法については、第 15条の

規定にかかわらず、別に特例を定める。 

 （外国において教育を受けた学生に関する授業科目等の特例） 

第 27 条 前条の規定は、外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育(中学校

又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要がある場

合に準用する。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 28条 本学又は各学部は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善す

るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

 

第４節 入学 

 （入学の時期） 

第 29条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学年の途中であっても、学期の始めに入

学させることができる。 

 （入学資格） 

第 30条  本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同令附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

26年文部省令第 13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、18歳に達したもの 

 （入学の出願） 

第 31 条 本学に入学を志願する者は、所定の期間に入学願書に別に定める書類及び第 58 条第１

項に規定する検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第 32条 前条の入学志願者については、入学者の受入れに関する方針に基づき、別に定める公正

かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて選考を行う。 

 （入学手続） 

第 33条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに宣誓

書、保証書その他所定の書類を提出するとともに、第 59条第１項に規定する入学料を納付しな

ければならない。ただし、第 66 条第１項及び第２項の規定により入学料の免除又は第 67 条第

１項の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料免除・徴収猶予申請書の提

出をもって、入学料の納付に代えるものとする。 

 （入学許可） 

第 34条 学長は、前条の入学手続を終えた者に対し、入学を許可する。 

 （編入学） 

第 35条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願するものがあるときは、選考の上、学部長

の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 
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(1) 大学を卒業した者 

(2) 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

(3) 学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第 11号)附則第７条に定める従前の規定による高

等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者 

(4) 修業年限４年以上の大学に在学し、相当の単位を修得した者 

(5) 学校教育法施行規則第100条の２に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別

支援学校の高等部の専攻科の課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。)  

(6) 学校教育法施行規則第 186 条に規定する専修学校の専門課程を修了した者(大学入学  

資格を有する者に限る。) 

(7) 外国において学校教育における 14年の課程（日本の通常の課程による学校教育の期間を含

む。）を修了した者 

(8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 14年の課程を修了した者  

(9) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を我が国において修了した者（学校教育法第 90条第１項に規定する者に限る。） 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。ただし、第３号に掲げる者にあって

は、毎学年の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 

 （第３年次編入学） 

第 36条 前条に定めるもののほか、第５条に定める第３年次編入学定員により編入学することの

できる者は、次の各号の一に該当する者とし、選考の上、学部長の申出に基づき学長が入学を

許可する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(3) 修業年限４年以上の大学に２年以上在学し、相当の単位を修得した者 

(4) 学校教育法施行規則第100条の２に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別

支援学校の高等部の専攻科の課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。)  

(5) 学校教育法施行規則第 186 条に規定する専修学校の専門課程を修了した者(大学入学資格

を有する者に限る。) 

(6) 外国において学校教育における 14年の課程（日本の通常の課程による学校教育の期間を含

む。）を修了した者 

(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 14年の課程を修了した者  

(8) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を我が国において修了した者（学校教育法第 90条第１項に規定する者に限る。） 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学年の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の履修しなければならない授業科目の種類及び単位数は、学

部の定めるところによる。 

 （医学部医学科第２年次編入学） 

第 36 条の２ 第 35 条に定めるもののほか、第５条に定める医学部医学科の第２年次編入学定員

により編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とし、選考の上、学部長の申

出に基づき学長が入学を許可する。 

(1) 大学を卒業した者（医学を履修する課程を卒業した者を除く。） 

(2) 学校教育法第 104条第４項の規定により学士の学位を授与された者（学士（医学）の学位

を授与された者を除く。） 

(3) 大学院（修士課程又は博士課程）を修了した者 

(4) 外国において学校教育における 16年の課程（日本の通常の課程による学校教育の期間を含

む。）を修了した者（医学を履修する課程を卒業した者を除く。） 
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２ 前項の規定による入学の時期は、毎学年の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の履修しなければならない授業科目の種類及び単位数は、学

部の定めるところによる。 

 （再入学） 

第 37条 本学を退学した者又は除籍された者で再入学を志願するものがあるときは、選考の上、

学部長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 

 （編入学及び再入学の出願手続等） 

第 38 条 第 35 条から前条までに規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び入学手続等に

ついては、第 31条及び第 33条の規定を準用する。 

 （転学部） 

第 39条 本学の一の学部の学生で他の学部に転学部を志願する者があるときは、選考の上、学部

長の申出に基づき学長が転学部を許可することがある。 

２ 前項の規定により転学部を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに

在学すべき年数については、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 

 （入学許可の取消） 

第 40条 第 33条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取り消す。 

 

第５節 休学、留学、退学等 

 （休学） 

第 41条 学生が疾病その他の理由により２か月以上修学することができない場合は、学部長の許

可を得て休学することができる。 

２ 前項の休学は、１年を超えることができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、休学期間の延長を許可することがある。

ただし、休学期間は連続して３年を越えることができない。 

４ 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には、学部長は、学長の承認を得て休学

を命ずることがある。 

５ 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは、学部長の許可を得て復学することができる。 

６ 休学が２か月以上にわたるときは、その期間は、第９条第１項に規定する修業年限に算入し

ない。 

７ 休学した期間は、これを第 10条に規定する在学期間に算入しない。 

８ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

 （留学） 

第 42 条 学生が、第 24 条の規定に基づき、外国の大学又は外国の短期大学に留学しようとする

ときは、学部長を経て学長の許可を得なければならない。 

２ 前項の規定により留学した期間は、第９条に規定する修業年限及び第 10条に規定する在学期

間に算入するものとする。 

 （退学） 

第 43条 学生が退学しようとするときは、学部長を経て学長の許可を得なければならない。 

 （受験許可） 

第 44条 学生が他の大学に入学を志願するとき、又は本学の他の学部に改めて入学を志願すると

きは、学部長を経て学長の受験許可を得なければならない。 

 （除籍） 

第 45条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 第 10条に規定する在学期間を超えた者又は第 41条第８項に規定する休学期間を超えてな

お復学できない者 

(2) 長期にわたり行方不明の者 

(3) 授業料の納付の義務を怠る者 

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部の免除若しくは徴収
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猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの 

 

第６節 卒業の認定及び学位の授与 

 （卒業） 

第 46条 所定の授業科目を履修し所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て、学部

長の申出に基づき学長が卒業を認定する。 

２ 前項の規定により、卒業の要件として修得すべき所定の単位数のうち、第 22条第２項に規定

する授業の方法で履修し修得した単位は、60単位を超えない範囲で認定する。ただし、卒業の

要件となる単位数が 124 単位(医学部医学科にあっては、188 単位)を超える学部にあっては、

その超える単位数を 60単位に加えて認定する。 

３ 第１項の規定により、卒業の要件として修得すべき所定の単位数のうち、第 16 条の２の規定

により修得したものとみなす単位数は、30単位を超えないものとする。 

４ 第１項に規定する卒業の認定には、学部の定めるところにより、GPA（Grade Point Average）

の基準を満たすことを卒業要件に加えることができる。 

５ 卒業させる時期は、各学期の終わりとする。 

 （早期卒業） 

第 47条 本学が別に定めるところにより、学生(医学部医学科の学生を除く。)で３年以上在学し

たもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該

学部規程の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、教授会の議を経て、学部長

の申出に基づき学長が卒業を認定することができる。 

 （学位） 

第 48条 卒業者には、学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与については、別に定める。 

 

第７節 教育職員免許 

 （教育職員免許） 

第 49 条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修

得した者は、教育職員免許状を受ける資格を得ることができる。 

２ 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる学部及び学科又は課程ごとの教育職

員免許状の種類及び教科は、別表２のとおりとする。 

 

第８節 賞罰 

 （表彰） 

第 50条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。 

２ 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 （懲戒） 

第 51条 本学の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、学部長の申出に基づ

き国立大学法人愛媛大学教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告の３種とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に限り、これを行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 

(3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学が３か月以上にわたるときは、その期間は、第９条第 1 項に規定する修業年限に算入し

ない。 

 

第９節 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、受託研究生等及び外国人留学生 

 （研究生） 

第 52条 大学を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者で、特定事項につ

いて本学において研究することを志願する者があるときは、学部の授業及び研究、又は国立大

学法人愛媛大学基本規則（以下「基本規則」という。）第 30条に定める機構等及び基本規則第
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31条に定める学内施設（以下「機構等・学内施設」という。）の研究に妨げのない限り、選考

の上、研究生として学部長又は機構等・学内施設の長の申出に基づき学長が入学を許可するこ

とがある。 

２ 研究生の在学期間は、１年以内とする。ただし、研究上必要があると認める場合には、在学

期間を更新することができる。 

 （科目等履修生及び聴講生） 

第 53条 本学の授業科目中、１又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、

学部又は教育・学生支援機構が行う授業及び研究に妨げのない限り、選考の上、科目等履修生

又は聴講生として学部長又は教育・学生支援機構長の申出に基づき学長が入学を許可すること

がある。 

２ 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は、毎学期の始めとし、その在学期間は、１年以内と

する。ただし、特別の理由がある場合には、在学期間を更新することができる。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については、第 20条の規定を準用する。 

 （特別聴講学生）   

第 54条 他の大学若しくは短期大学（外国の大学又は外国の短期大学を含む。）又は高等専門学

校の学生で、本学の授業科目を履修することを志願する者があるときは、別に定めるところに

より、特別聴講学生として学部長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。   

 （受託研究生等） 

第 55 条 公共機関等から受託研究生等として受入れの依頼があったときは、学部の授業及び研

究、又は機構等・学内施設の研究に妨げのない限り、選考の上、受託研究生等として学部長又

は機構等・学内施設の長の申出に基づき学長が受入れを許可することがある。 

 （研究生等に関する規程） 

第 56条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び受託研究生等に関する規程は、別に

定める。 

 （外国人留学生） 

第 57条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が

あるときは、特別に選考の上、学部長又は機構等・学内施設の長の申出に基づき、外国人留学

生として学長が入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生については、第５条に規定する収容定員の定員外とすることができる。 

３ 外国人留学生に関する規程は、別に定める。 

 

第 10節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

 （検定料） 

第 58条 検定料の額は、国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則（以下「料金規則」という。）

に定める額とする。 

２ 受理した検定料は、返還しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等

による出願無資格者であることが判明したときは、当該納付した者の申出により検定料相当額

の一部を返還する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、個別学力検査において、出願書類等による選抜（以下「第１段

階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り、学力検査その他による選抜（以下「第２段

階目の選抜」という。）を行う場合に、第１段階目の選抜の不合格者が第２段階目の選抜に係

る検定料の返還を申し出た場合は、当該検定料相当額を返還する。 

 （入学料） 

第 59条 入学料の額は、料金規則に定める額とする。 

２ 受理した入学料は、返還しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、入学料を納付した者が、所定の入学手続き期間内に入学を辞退し

た場合には、納付した者の申出により、当該入学料相当額を返還する。 

 （授業料） 

第 60条 学生は、授業料を納付しなければならない。 

２ 授業料の額は、料金規則に定める額とし、次の２期に分けてそれぞれの年額の２分の１に相
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当する額を納付するものとする。 

前期  ４月１日から９月 23日まで 

納付期 ４月１日から４月 30日まで 

後期  ９月 24日から翌年３月 31日まで 

納付期 ９月 24日から 10月 31日まで 

３ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収できるものとする。 

４ 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては、登学を停止することがある。 

５ 受理した授業料は、返還しない。 

６ 前項の規定にかかわらず、前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で、休学を許可

された時期が前期又は後期に係る授業料の納付期の場合は、納付した者の申出により休学を開

始する月の翌月（休学を開始する日が月の初日のときは、休学を開始する日の属する月）以降

の授業料相当額を返還する。 

７  第５項の規定にかかわらず、前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の

納付期前に休学（前期に係る授業料の納付期に休学した場合を除く。）又は退学した場合には、

納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。 

８ 第２項から前項までの規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、授業料の納付及

び返還の取扱いについて、別に定めるところによることができる。 

 （復学の場合の授業料） 

第 61条 復学した者の授業料の額は、月割額に復学当月から次の徴収時期前までの月数を乗じて

得た額とし、復学当月に納付しなければならない。 

 （学年中途卒業の場合の授業料） 

第 62条 学年の中途で卒業する者の授業料の額は、月割額に在学する月数を乗じて得た額をその

当初の月に納付しなければならない。 

 （退学及び除籍の場合の授業料） 

第 63条 退学する者又は除籍され、若しくは退学を命ぜられた者についても、その期の授業料を

徴収する。 

 （停学の場合の授業料） 

第 64条 停学を命ぜられた者についても、その期間中の授業料は徴収する。 

 （寄宿料） 

第 65条 寄宿舎に入寮した者は、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 寄宿料の額は、料金規則に定める額とし、入寮当月から退寮当月までの間、毎月当月分を所

定の日までに納付するものとする。ただし、休業期間中の寄宿料については、その開始前に納

付しなければならない。 

３ 受理した寄宿料は、返還しない。 

（検定料の免除） 

第65条の２ 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者につい

ては、検定料を免除することがある。 

２ 検定料の免除の取扱いについては、別に定める。 

 （入学料の免除） 

第 66 条 特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者について

は、その者の願い出により入学料の全額又は半額を免除することがある。 

２ 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）

第８条第１項に定める授業料等減免対象者として認定された者については、入学料の全額又は

一部を免除することがある。 

３ 入学料の免除の取扱いについては、別に定める。 

 （入学料の徴収猶予） 

第 67条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の徴収を猶予する

ことがある。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 

(2) 入学前 1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担
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者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納

付期眼までに納付が困難であると認められる者 

(3) その他やむを得ない事情があると認められる者 

２ 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は、４月入学者については９月 23日まで、９

月入学者については２月末日までとする。 

３ 入学料の徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 

 （授業料の免除等） 

第 68条 次の各号の一に該当する者については、授業料を免除することがある。 

(1) 経済的理由により納付が困難であり、かつ、本学が別に定める学力基準を満たす者 

(2) 休学、死亡等やむを得ない事情があると認められる者 

(3) 修学支援法第８条第１項に定める授業料等減免対象者として認定された者 

(4) その他学長が特に必要と認める者 

２ 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難な者又はやむを得ない事情があると

認められる者に対しては、授業料の徴収を猶予することがある。 

３ 特別の事情があると認められる者に対しては、授業料の月割分納を許可することがある。 

４ 授業料の免除、徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、別に定める。 

 （寄宿料の免除） 

第 69条 死亡した者、行方不明等の理由により除籍された者又は災害の理由により納付が著しく

困難と認められる者に対しては、寄宿料を免除することがある。 

２ 寄宿料の免除の取扱いについては、別に定める。 

 （研究生等の検定料、入学料及び授業料） 

第 70条 研究生、科目等履修生及び聴講生は、検定料、入学料及び授業料を納付しなければなら

ない。  

２ 研究生、科目等履修生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、別に

定める。  

３ 国立大学、国立短期大学又は国立高等専門学校の学生である特別聴講学生については、検定

料、入学料及び授業料を徴収しない。  

４ 国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校以外の大学、短期大学若しくは高等専門学校

（以下「公私立等の大学等」という。）又は外国の大学若しくは外国の短期大学（以下「外国の

大学等」という。）の学生である特別聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合

の授業料の額及び徴収方法は、別に定める。   

５ 前項の規定にかかわらず、本学と公私立等の大学等又は外国の大学等との間における大学間

交流協定等において授業料が相互に不徴収とされた場合は、当該協定等に基づく特別聴講学生

については、授業料を徴収しない。  

 

第３章 厚生補導 

 （厚生補導組織） 

第 71条 本学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助

等の厚生補導を組織的に行うため、教育・学生支援機構、基本規則第 19条の規定により置く厚

生補導に関する委員会、総合健康センター及び教育学生支援部からなる厚生補導組織を編制す

る。 

 （厚生補導施設等） 

第 72条 本学に、大学会館等の厚生補導施設及び寄宿舎(以下「厚生補導施設等」という。)を置

く。 

２ 厚生補導施設等に関する規程は、別に定める。 

 

   第４章 大学運営組織 

 （大学運営組織） 

第 72 条の２ 本学は、第４条の２に規定する教育研究実施組織及び第 71 条に規定する厚生補導

組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学運営に係る企画立案、本学以外の者と

の連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営
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に必要な業務を行うため、次の各号に掲げる組織からなる大学運営組織を編制する。 

 (1) 基本規則第 19条から第 21条の 17までに規定する組織 

 (2) 基本規則第 30条に規定する機構等 

 (3) 基本規則第 25条に規定する業務組織 

 

第５章 公開講座等 

 （公開講座） 

第 73条 公開講座は、教授会の議を経て随時にこれを開設する。 

２ 公開講座に関する科目等については、その都度これを定める。 

３ 公開講座の講習料については、別に定める。 

 （特別の課程の履修証明） 

第 74条 本学は、学校教育法第 105条及び学校教育法施行規則第 164条の定めるところにより、

本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実

を証する証明書を交付できるものとする。 

２ 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   第６章 雑則 

第 75条 この学則に定めるもののほか、本学の学部に関し必要な事項は、各学部が別に定める。 

 

附 則 

１ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３１日に本学に在学する者に係る教育課程、履修方法、卒業、修了、学位等

については、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成１６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１６年８月４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この学則は、平成１６年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１６年１２月８日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１７年４月１日から施行する。  

２ 理学部の数理科学科、物質理学科及び生物地球圏科学科は、改正後の第４条の規定にかかわ

らず、平成１７年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間

存続するものとし、当該学科の学生に係る教育課程、履修方法、卒業、学位等については、な

お従前の例による。 

３  平成１７年度から平成１９年度までの理学部の各学科の学生の総定員は、改正後の第５条の

規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 
平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

総定員 総定員 総定員 

理学部  数学科 

 物理学科 

 化学科 

 生物学科 

 地球科学科 

（従前の学科） 

 数理科学科 

 物質理学科 

 生物地球圏科学科 

５０ 

５０ 

５２ 

４３ 

３０ 

 

１５０ 

２８５ 

２４０ 

１００ 

１００ 

１０４ 

８６ 

６０ 

 

１００ 

１９０ 

１６０ 

１５０ 

１５０ 

１５６ 

１２９ 

９０ 

 

５０ 

９５ 

８０ 

      計 ９００ ９００ ９００ 
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附 則 

 この学則は、平成１７年７月１３日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１７年７月１３日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この学則は、平成１７年１０月１２日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年度以前に入学した者に係る授業科目の成績の評語については、改正後の第２０条

第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年３月３１日に本学に在学する者の授業科目の区分については、改正後の第１１条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１８年１１月８日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１８年１２月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年度以前に入学した者に係る在学期間については、改正後の第１０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度から平成２１年度までの法文学部の総合政策学科夜間主コース及び人文学科夜

間主コースの学生の総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりと

する。 

学部 学科・課程 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

総定員 総定員 総定員 

法文学部 総合政策学科 

  昼間主コース 

  夜間主コース 

人文学科 

 昼間主コース 

  夜間主コース 

 

１，０４０ 

４４０ 

 

４６０ 

１８０ 

 

１，０４０ 

４２０ 

 

４６０ 

２００ 

 

１，０４０ 

４００ 

 

４６０ 

２２０ 

      計 ２，１２０ ２，１２０ ２，１２０ 

３ 改正後の第５８条第３項の規定は、平成１９年度入学志願者から適用する。 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１９年９月１２日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１９年１１月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１９年１２月２６日から施行する。  

   附 則 
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１ この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度から平成２１年度までの法文学部の総合政策学科夜間主コース及び人文学科夜

間主コースの学生の総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりと

する。 

学部 学科・課程 
平成２０年度 平成２１年度 

総定員 総定員 

法文学部 総合政策学科 

  昼間主コース 

  夜間主コース 

人文学科 

 昼間主コース 

  夜間主コース 

 

  １，０５０ 

      ４１０ 

 

      ４６０ 

      ２００ 

 

  １，０６０ 

      ３８０ 

 

      ４６０ 

      ２２０ 

      計   ２，１２０   ２，１２０ 

３ 教育学部の障害児教育教員養成課程、生活健康課程及び情報文化課程は、改正後の第４条の

規定にかかわらず、平成２０年３月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくな

る日までの間存続するものとし、当該課程の学生に係る教育課程、履修方法、卒業、学位等に

ついては、なお従前の例による。 

４  平成２０年度から平成２２年度までの教育学部の各課程の学生の総定員は、改正後の第５条

の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 
平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

総定員 総定員 総定員 

教育学部 学校教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程 

総合人間形成課程 

スポーツ健康科学課程 

芸術文化課程 

（従前の課程） 

障害児教育教員養成課程 

生活健康課程 

情報文化課程 

４００ 

２０ 

６０ 

２０ 

１１０ 

 

６０ 

１２０ 

９０ 

４００ 

４０ 

１２０ 

４０ 

１００ 

 

４０ 

８０ 

６０ 

４００ 

６０ 

１８０ 

６０ 

９０ 

 

２０ 

４０ 

３０ 

          計 ８８０ ８８０ ８８０ 

５ 平成２０年３月３１日に法文学部人文学科及び教育学部学校教育教員養成課程に在学する者

の教育職員免許状を受ける資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後

の別表（第４９条第２項関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年度から平成３４年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学

定員及び総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 平成２１年度    100   570    160   830    1,780   7,450 

 平成２２年度    100   580    160   840    1,780   7,460 

 平成２３年度    100   590    160   850    1,780   7,470 

 平成２４年度    100   600    160   860    1,780   7,480 

 平成２５年度    100   610    160   870    1,780   7,490 

 平成２６年度    100   620    160   880    1,780   7,500 

 平成２７年度    100   620    160   880    1,780   7,500 
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 平成２８年度    100   620    160   880    1,780   7,500 

 平成２９年度    100   620    160   880    1,780   7,500 

 平成３０年度     95   615    155   875    1,775   7,495 

 平成３１年度     95   610    155   870    1,775   7,490 

 平成３２年度     95   605    155   865    1,775   7,485 

 平成３３年度     95   600    155   860    1,775   7,480 

 平成３４年度     95   595    155   855    1,775   7,475 

３  平成２１年度から平成２３年度までの法文学部の総合政策学科昼間主コース、同学科夜間主

コース及び人文学科昼間主コースの学生の総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次

の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

総定員 総定員 総定員 

 法文学部 総合政策学科 

  昼間主コース 

  夜間主コース 

人文学科 

 昼間主コース 

  夜間主コース 

 

１，０７０ 

３６０ 

 

４７０ 

２２０ 

 

１，０８０ 

３２０ 

 

４８０ 

２４０ 

 

１，０９０ 

３００ 

 

４９０ 

２４０ 

      計 ２，１２０ ２，１２０ ２，１２０ 

４ 平成２１年３月３１日に法文学部総合政策学科に在学する者の教育職員免許状を受ける資格

を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項関係）

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年度以前に入学した者に係る履修科目の登録の上限については、改正後の第１６条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年度の医学部医学科の第３年次編入学定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、

５人とし、平成２２年度以前に入学した第３年次編入学生に係る修業年限、在学期間、教育課

程、履修方法、卒業等については、なお従前の例による。 

３ 平成２２年度から平成３６年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学

定員及び総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 平成２２年度    107   592    167   852    1,787   7,472 

 平成２３年度    107   609    167   869    1,787   7,489 

 平成２４年度    107   626    167   886    1,787   7,506 

 平成２５年度    107   643    167   903    1,787   7,523 

 平成２６年度    107   660    167   920    1,787   7,540 

 平成２７年度    107   667    167   927    1,787   7,547 

 平成２８年度    107   667    167   927    1,787   7,547 

 平成２９年度    107   667    167   927    1,787   7,547 

 平成３０年度    102   662    162   922    1,782   7,542 

 平成３１年度    102   657    162   917    1,782   7,537 

 平成３２年度     95   645    155   905    1,775   7,525 

 平成３３年度     95   633    155   893    1,775   7,513 

 平成３４年度     95   621    155   881    1,775   7,501 

 平成３５年度     95   609    155   869    1,775   7,489 
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 平成３６年度     95   602    155   862    1,775   7,482 

４ 平成２２年３月３１日に医学部看護学科に在学する者の教育職員免許状を受ける資格を得る

ことができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項関係）の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則  

 この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この学則は、平成２４年１０月１０日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年度から平成３６年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学

定員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 平成２７年度    110   670    170   930    1,790   7,550 

 平成２８年度    110   673    170   933    1,790   7,553 

 平成２９年度    110   676    170   936    1,790   7,556 

 平成３０年度    105   674    165   934    1,785   7,554 

 平成３１年度    105   672    165   932    1,785   7,552 

 平成３２年度     95   660    155   920    1,775   7,540 

 平成３３年度     95   645    155   905    1,775   7,525 

 平成３４年度     95   630    155   890    1,775   7,510 

 平成３５年度     95   615    155   875    1,775   7,495 

 平成３６年度     95   605    155   865    1,775   7,485 

   附 則 

１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 法文学部の総合政策学科及び人文学科、教育学部の総合人間形成課程、スポーツ健康科学課

程及び芸術文化課程並びに農学部の生物資源学科は、改正後の第４条の規定にかかわらず、平

成２８年３月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間存続する

ものとし、当該課程の学生に係る教育課程、履修方法、卒業、学位等については、なお従前の

例による。 

３ 平成２８年度から平成３０年度までの法文学部、教育学部、社会共創学部及び農学部の学生

の総定員は、改正後の第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

総定員 総定員 総定員 

法文学部 人文社会学科 

 昼間主コース 

 夜間主コース 

（従前の学科） 

総合政策学科 

 昼間主コース 

 夜間主コース 

人文学科 

 昼間主コース 

 夜間主コース 

 

２７５ 

９０ 

 

 

８３０ 

２２０ 

 

３７５ 

１９０ 

 

５５０ 

１８０ 

 

 

５６０ 

１６０ 

 

２５０ 

１４０ 

 

８３５ 

２９０ 

 

 

２８０ 

８０ 

 

１２５ 

７０ 
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          計 １，９８０ １，８４０ １，６８０ 

教育学部 学校教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程 

（従前の課程） 

総合人間形成課程 

スポーツ健康科学課程 

芸術文化課程 

４４０ 

８０ 

 

１８０ 

６０ 

６０ 

４８０ 

８０ 

 

１２０ 

４０ 

４０ 

５２０ 

８０ 

 

６０ 

２０ 

２０ 

          計 ８２０ ７６０ ７００ 

社 会 共 創

学部 

産業マネジメント学科 

産業イノベーション学科 

環境デザイン学科 

地域資源マネジメント学科 

７０ 

２５ 

３５ 

５０ 

１４０ 

５０ 

７０ 

１００ 

２１０ 

７５ 

１０５ 

１５０ 

          計 １８０ ３６０ ５４０ 

農学部 食料生産学科 

生命機能学科 

生物環境学科 

（従前の学科） 

生物資源学科 

７０ 

４５ 

５５ 

 

５３０ 

１４０ 

９０ 

１１０ 

 

３６０ 

２１５ 

１３７ 

１６８ 

 

１８０ 

          計 ７００ ７００ ７００ 

４ 平成２８年度から平成３６年度までの全学部の学生の入学定員及び総定員は、改正後の第５

条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

 全学部 

入学定員 総定員 

  平成２８年度   １，７７０ ７，５３３ 

  平成２９年度   １，７７０ ７，５１６ 

  平成３０年度   １，７６５ ７，４７４ 

  平成３１年度   １，７６５ ７，４３２ 

  平成３２年度   １，７５５ ７，４２０ 

  平成３３年度   １，７５５ ７，４０５ 

  平成３４年度   １，７５５ ７，３９０ 

  平成３５年度   １，７５５ ７，３７５ 

  平成３６年度   １，７５５ ７，３６５ 

５ 平成２７年度以前に入学した者に係る休学については、改正後の第４１条第５項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は、平成２８年５月２４日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度から平成３６年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学

定員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 平成３０年度    110   679    170   939    1,770   7,479 

 平成３１年度    110   682    170   942    1,770   7,442 

 平成３２年度     95   670    155   930    1,755   7,430 

 平成３３年度     95   655    155   915    1,755   7,415 

 平成３４年度     95   640    155   900    1,755   7,400 

 平成３５年度     95   625    155   885    1,755   7,385 

 平成３６年度     95   610    155   870    1,755   7,370 
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附 則 

この学則は、平成３０年９月１２日から施行し、平成３０年７月５日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 理学部の数学科、物理学科、化学科、生物学科及び地球科学科並びに工学部の機械工学科、

電気電子工学科、環境建設工学科、機能材料工学科、応用化学科及び情報工学科は、改正後の

第４条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科の学生に係る教育課程、履修方法、卒業、

学位等については、なお従前の例による。 

３ 平成３１年度から平成３３年度までの理学部及び工学部の学生の総定員は、改正後の第５条

の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

総定員 総定員 総定員 

理学部 理学科 

（従前の学科） 

数学科 

物理学科 

化学科 

生物学科 

地球科学科 

２２５ 

 

１５０ 

１５０ 

１５６ 

１２９ 

９０ 

４５０ 

 

１００ 

１００ 

１０４ 

８６ 

６０ 

６７５ 

 

５０ 

５０ 

５２ 

４３ 

３０ 

          計 ９００ ９００ ９００ 

工学部 工学科 

（従前の学科） 

機械工学科 

電気電子工学科 

環境建設工学科 

機能材料工学科 

応用化学科 

情報工学科 

（学科共通） 

５００ 

 

２７０ 

２４０ 

２７０ 

２１０ 

２７０ 

２４０ 

２０ 

１,０００ 

 

１８０ 

１６０ 

１８０ 

１４０ 

１８０ 

１６０ 

２０ 

１,５１０ 

 

９０ 

８０ 

９０ 

７０ 

９０ 

８０ 

１０ 

          計 ２,０２０ ２,０２０ ２,０２０ 

４ 平成３１年度から平成３６年度までの全学部の学生の入学定員及び総定員は、改正後の第５

条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

 全学部 

入学定員 総定員 

  平成３１年度   １，７７０ ７，４４２ 

  平成３２年度   １，７５５ ７，４３０ 

  平成３３年度   １，７５５ ７，４１５ 

  平成３４年度   １，７５５ ７，４００ 

  平成３５年度   １，７５５ ７，３８５ 

  平成３６年度   １，７５５ ７，３７０ 

５ 平成３１年３月３１日に教育学部学校教育教員養成課程に在学する者の教育職員免許状を受

ける資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２

項関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 教育学部の特別支援教育教員養成課程は、改正後の第４条の規定にかかわらず、令和２年３

月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間存続するものとし、

当該課程の学生に係る教育課程、履修方法、卒業、学位等については、なお従前の例による。 

３ 令和２年度から令和４年度までの教育学部の学生の総定員は、改正後の第５条の規定にかか
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わらず、次の表に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 令和２年度から令和８年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定員

及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

  令和２年度    110   685    170   945    1,770   7,445 

  令和３年度    110   685    170   945    1,770   7,445 

  令和４年度     95   670    155   930    1,755   7,430 

  令和５年度     95   655    155   915    1,755   7,415 

  令和６年度     95   640    155   900    1,755   7,400 

  令和７年度     95   625    155   885    1,755   7,385 

  令和８年度     95   610    155   870    1,755   7,370 

５ 令和２年３月３１日に教育学部学校教育教員養成課程に在学する者の教育職員免許状を受け

る資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項

関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和３年２月１０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第３３条の規定は、令和２年度入学者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日に農学部食料生産学科に在学する者の教育職員免許状を受ける資格を得

ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項関係）の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度から令和９年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定員

及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

  令和４年度    110   685    170   945    1,770   7,445 

  令和５年度     95   670    155   930    1,755   7,430 

  令和６年度     95   655    155   915    1,755   7,415 

  令和７年度     95   640    155   900    1,755   7,400 

  令和８年度     95   625    155   885    1,755   7,385 

  令和９年度     95   610    155   870    1,755   7,370 

３ 令和４年３月３１日に農学部生命機能学科に在学する者の教育職員免許状を受ける資格を得

ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項関係）の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

学部 学科・課程 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

総定員 総定員 総定員 

教育学部 学校教育教員養成課程 

（従前の課程） 

特別支援教育教員養成課程 

５８０ 

 

６０ 

６００ 

 

４０ 

６２０ 

 

２０ 

計 ６４０ ６４０ ６４０ 
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２ 令和５年度から令和１０年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定

員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

  令和５年度    110   685    170   945    1,770   7,445 

  令和６年度     95   670    155   930    1,755   7,430 

  令和７年度     95   655    155   915    1,755   7,415 

  令和８年度     95   640    155   900    1,755   7,400 

  令和９年度     95   625    155   885    1,755   7,385 

  令和１０年度     95   610    155   870    1,755   7,370 

３ 令和５年３月３１日に教育学部学校教育教員養成課程に在学する者の教育職員免許状を受け

る資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第４９条第２項

関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度から令和８年度までの工学部の学生の総定員は、改正後の第５条の規定にかかわ

らず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科・課程 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総定員 総定員 総定員 

工学部 工学科 ２，０５０ ２，０８０ ２，１１０ 

          計 ２，０５０ ２，０８０ ２，１１０ 

３ 令和６年度から令和 11 年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定

員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

  令和６年度    110   685    170   945    1,800   7,475 

  令和７年度     95   670    155   930    1,785   7,490 

  令和８年度     95   655    155   915    1,785   7,505 

  令和９年度     95   640    155   900    1,785   7,520 

  令和１０年度     95   625    155   885    1,785   7,505 

  令和１１年度     95   610    155   870    1,785   7,490 

附 則 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年度から令和１２年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定

員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 

医学科 全学科 

入学定

員 
総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 令和７年度    110   685    170   945    1,800   7,505 

 令和８年度     95   670    155   930    1,785   7,520 

 令和９年度     95   655    155   915    1,785   7,535 

 令和１０年度     95   640    155   900    1,785   7,520 

 令和１１年度     95   625    155   885    1,785   7,505 
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附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度から令和１３年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学生の入学定

員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

 

 令和１２年度     95   610    155   870    1,785   7,490 

学部 医学部 
全学部 

学科・課程 

医学科 全学科 

入学定

員 
総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 令和８年度    110   685    170   945    1,800   7,535 

 令和９年度     95   670    155   930    1,785   7,550 

 令和１０年度     95   655    155   915    1,785   7,535 

 令和１１年度     95   640    155   900    1,785   7,520 

 令和１２年度     95   625    155   885    1,785   7,505 

 令和１３年度     95   610    155   870    1,785   7,490 
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別表１（第４条の２関係） 

学部 
教育研究実施組織 

学科・課程※ 業務組織等 

法文学部 人文社会学科 法文学部事務課 

教育学部 学校教育教員養成課程 教育学部事務課 

城北地区技術部 

社会共創学部 産業マネジメント学科 社会共創学部事務課 

産業イノベーション学科 

環境デザイン学科 

地域資源マネジメント学科 

理学部 理学科 理学部事務課 

城北地区技術部 

医学部 医学科 医学部各課 

重信地区技術部 看護学科 

工学部 工学科 工学部事務課 

城北地区技術部 

農学部 食料生産学科 農学部事務課 

農学部技術室 生命機能学科 

生物環境学科 

※ 教育課程を構成する教員で編制する。 

 

別表２（第 49条第２項関係） 

学部 学科・課程 免許状の種類 教科 

法文学部 人文社会学科 中学校教諭一種免許状 国語、社会、英語 

高等学校教諭一種免許状 国語、地理歴史、公民、英

語 

教育学部 学校教育教員養成

課程 

幼稚園教諭一種免許状  

小学校教諭一種免許状  

中学校教諭一種免許状 国語、社会、数学、理科、

音楽、美術、保健体育、技

術、家庭、英語 

高等学校教諭一種免許状 国語、地理歴史、公民、数

学、理科、音楽、美術、書

道、保健体育、家庭、工業、

英語、情報 

特別支援学校教諭一種免許状 

（聴覚障害者に関する教育の領域） 

（知的障害者に関する教育の領域） 

（肢体不自由者に関する教育の領域） 

（病弱者に関する教育の領域） 

 

理学部 理学科 中学校教諭一種免許状 数学、理科 

高等学校教諭一種免許状 数学、理科 

医学部 看護学科 養護教諭一種免許状  

工学部 工学科 高等学校教諭一種免許状 理科、情報、工業 

農学部 食料生産学科 中学校教諭一種免許状 理科 

高等学校教諭一種免許状 理科、農業 

生命機能学科 中学校教諭一種免許状 理科 

高等学校教諭一種免許状 理科、農業 

生物環境学科 中学校教諭一種免許状 理科 

高等学校教諭一種免許状 理科、農業 
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愛媛大学学則の一部改正に係る新旧対照表（案） 

 

改正理由：医学部医学科の入学定員増のため。 

現 行 改 正 案 

（略） 

（収容定員） 

第５条 各学部の収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 収容定員 

入学定員 編入学定員 総定員 

第2年次 第3年次 

 

法文学部 

               人            人     人 

（略） 

教育学部     （略） 

社会共創学部     （略） 

理学部 （略） 

医学部 医学科 95 5  595 

看護学科 60  10 260 

計 155 5 10 855 

工学部 （略） 

農学部     （略） 

合計 1,785 5 60 7,475 

（略） 

 

 

（略） 

（収容定員） 

第５条 各学部の収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 収容定員 

入学定員 編入学定員 総定員 

第2年次 第3年次 

 

法文学部 

               人            人     人 

（略） 

教育学部     （略） 

社会共創学部     （略） 

理学部 （略） 

医学部 医学科 95 5  595 

看護学科 60  10 260 

計 155 5 10 855 

工学部 （略） 

農学部     （略） 

合計 1,785 5 60 7,475 

（略） 

附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度から令和１３年度までの医学部の医学科及び全学科並びに全学部の学

生の入学定員及び総定員は、第５条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりと

する。 
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学部 医学部 
全学部 

学科・課程 
医学科 全学科 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 令和８年度    110   685    170   945    1,800   7,535 

 令和９年度     95   670    155   930    1,785   7,550 

 令和１０年度     95   655    155   915    1,785   7,535 

 令和１１年度     95   640    155   900    1,785   7,520 

 令和１２年度     95   625    155   885    1,785   7,505 

 令和１３年度     95   610    155   870    1,785   7,490 
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医学部の収容定員変更の趣旨を記載した書類 

 

 

１ 収容定員変更の内容 

 

 

 
入学定員 編入学定員 収容定員 

令和 8 年度に再度の定員増を

しない場合 
  ９５ ５ ５９５ 

令和 8 年度に再度の定員増を

した場合 
１１０ ５ ６１０ 

 

 愛媛大学医学部医学科の平成 20年度以降の入学定員については、平成 21年度に「緊急医師確保

対策」に基づき平成 29年度までの期限を付した５名の臨時定員増を実施し、平成 21年度に「経済

財政改革の基本方針 2008」に基づき 5名の恒久定員増を実施した。また、平成 22年度に「経済財

政改革の基本方針 2009」に基づき 7 名を、平成 27 年度に「新成長戦略」に基づき３名を、平成

31年度までの期限を付した臨時定員増としてそれぞれ実施した。 

 一方、平成 29 年度を期限とする 5 名の入学定員については、平成 31 年度までの期限を付した

再度の入学定員増を行い、入学定員を 110名として維持した。 

 その後、「経済財政改革基本方針 2018」を踏まえ令和３年度までの期限を付した再度の 15名の

入学定員増を行い、入学定員 110名を維持した。 

 令和４年度は、「令和４年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」（令和２年 11月 25日付

け文部科学省高等教育局長通知）により、令和４年度までの期限を付した再度の 15名の入学定員増

を行い、入学定員 110名を維持した。 

 令和５年度は、「令和５年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」（令和３年 10月 13日付

け文部科学省高等教育局長通知）により、令和５年度までの期限を付した再度の 15名の入学定員増

を行い、入学定員 110名を維持した。 

令和６年度は、「令和６年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」（令和４年 11 月 4 日付

け文部科学省高等教育局長通知）により、令和６年度までの期限を付した再度の 15名の入学定員増

を行い、入学定員 110名、収容定員 610名を維持した。 

令和７年度は、「令和７年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」（令和５年 11月７日付け

文部科学省高等教育局長通知）により、令和７年度までの期限を付した再度の 15名の入学定員増を

行い、入学定員 110名、収容定員 610名を維持した。 

令和 8年度は、「令和 8年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」（令和 6年 11月 20日付

け文部科学省高等教育局長通知）により、令和 8 年度までの期限を付した再度の 15 名の入学定員

増を行い、入学定員 110名、収容定員 610名に変更する。 

 

２ 収容定員変更の必要性  

 

愛媛県は南北に広がり、北は瀬戸内海、南は四国山地、また、瀬戸内海及び宇和海には200余り

の島々があり、海・山両方に挟まれ孤立した地理条件にある。人口は約130万人、面積は
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5,676km2、入り組んだ海岸は全国5番目の長さ（1,644km）となっている。 

こういった地理的特異性から、医療事情も都市圏とは違った問題があり、愛媛県内でも特に過疎

地域における高齢化やそれに伴う疾病の複雑化、要介護者の増加、生活習慣病の増加等、健康問題

が益々多様化している。また、医療事情だけではなく風土の違いも大きい。このような地理的、歴

史的な背景に立脚した医療の観点から、愛媛県の過疎地域における環境や経済に基づく生活習慣病

等に精通した医療を実践できる地域医療専門家を育成することが急務となっている。 

このため、本学医学部医学科では、平成18年度から、特別選抜（推薦入試）の枠内に、愛媛県

内の高等学校等出身者を対象とした「地域特別枠（推薦Ｂ）」5名を導入した。この枠では、将来地

域医療の担い手となる高い使命感と倫理観を有し、地域社会において医学・医療発展に貢献できる

医師を目指す学生を募集しており、入学者選抜では面接の結果を重視して合否判定を行っている。

平成21年度からは、この「地域特別枠（推薦Ｂ）」によって選抜された入学者全員に対して愛媛県

が奨学金（地域医療医師確保奨学金）を貸与している。これは、卒業後一定期間、愛媛県の指定す

る県内医療機関（市町立病院等）に勤務した場合には奨学金の返還が免除されるものである。 

これらの取組を継続して実施することで、地域医療の担い手となる医師を育成し、愛媛県の医療

を支える人材を輩出し続けるためにも、再度の定員増は必要不可欠な施策であると言える。 

 

３ 教育課程等の内容 

 

（１）地域医療への関心を高めるための卒前教育 

①教員組織 

・地域医療・総合診療学講座及び地域サテライトセンターの活用 

愛媛県との連携により、総合診療など地域医療教育システムの開発、地域医療を推進する医師

養成のための研修プログラムの研究・開発、へき地を中心とする地域医療支援システムの開発を

担当する講座として、平成２１年１月に「地域医療学講座」を寄附講座として開設した。本講座

の担当教員は、愛媛県内の農山村地域に設置する「地域サテライトセンター」を教育研究の活動

拠点として、各学年での実習教育、卒後研修、生涯教育を実践することによって、地域医療重視

の医師養成と、医師不足が深刻な地域の医師定着・地域医療の質の向上を目指している。 

 

②卒前教育カリキュラムの充実（資料１） 

平成２１年度入学生から、「地域特別枠（推薦Ｂ）」によって入学する学生全員を対象として、

「愛媛県へき地医療医師確保奨学金制度」及び平成２１年度から開始した「地域医療医師確保奨

学金制度」及び授業料免除による修学支援とともに、地域医療へのモチベーションの維持向上を

目的とした以下のカリキュラムを適用している。さらに、地域医療・総合診療学講座や地域医療

支援センター（後述）の教員をチューターとして指名し、学生との定期的なコンタクトによって

質問を解決し不安を解消する取組を行っている。 

 

（ア）早期医療体験実習（１年次開講科目）       （資料１中の（ア）） 

１年次の９月に１週間、医学科学生全員を対象に実施している。医学の専門知識を会得する前

に医療及び高齢者福祉の現場を体験し、将来医師となる者としての自覚を高め、「患者の痛みの

わかる」医師となるよう自らの学びを促進することを目的としている。地域医療に関する実習施

設として、各地域の愛媛大学医学部附属病院の連携病院や特別養護老人施設のほか、地域サテラ
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イトセンターを含む地域診療所の協力を得ている。「地域特別枠（推薦Ｂ）」によって入学した学

生は、全員が地域サテライトセンターにおいて実習を行い、地域医療を担うことへのモチベーシ

ョンを高めている。 

 

（イ）研究室配属によるプライマリ・ケア実習（１～４年次開講科目） 

（資料１中の（イ）） 

通常の医学科学生は１年次から４年次（２年次以降は選択）にかけて「医科学研究」として、

医学研究を中心とした実習に従事する。配属先の研究内容には、医学部が位置する東温市及び同

市医師会の協力を得て、有床診療所を中心としたプライマリ・ケアの体験実習も含まれる。ま

た、地域医療学講座及び地域サテライトセンターの機能を活用して、地域サテライトセンターの

機能と教員を活用したより質の高い地域医療教育を行っている。 

 

（ウ）衛生学・公衆衛生学（４年次開講科目）      （資料１中の（ウ）） 

４年次の前期から後期にかけての必修科目として開講している。主に地域医療の現場でのフ

ィールドワーク・フィールド調査を通して、愛媛県内の保健・医療・福祉のニーズについて学ぶ

ことを目的としている。特に、「地域特別枠（推薦Ｂ）」によって入学した学生を含む地域医療に

関心の高い学生を対象として地域医療・総合診療学講座の教員が担当し、へき地等の地域医療の

現場のかかえる課題を現場における実習を通じて学生自らに見い出させ、解決策を模索させる

ことでより高い教育効果を得られるようにしている。 

 

（エ）地域医療機関における臨床実習の取組（４～６年次開講科目） 

（資料１中の（エ）） 

４～５年次では、医学科学生全員が全臨床科を廻る臨床実習（導入型臨床実習）を実施してい

る。その中で、地域医療実習については、学生全員を地域の病院に２週間配属し、地域医療を現

場で体験させるプログラムを設定している。また、これまで５年後期から６年次の前期に行われ

る診療参加型臨床実習の枠内で、地域の中・小規模病院（辺地の医療機関を含む）での選択型臨

床実習を行ってきたが、現在は、学生全員が愛媛県内の連携病院で４週間の実習を必須とした。 

以上の取組により、附属病院などの大規模病院では経験できない症例や地域住民との交流を

学ばせ、地域医療に対する理解と情熱をより深化させることを目指す。 

 

（２）地域医療に従事する医師を定着させるための卒業後の取組 

①研修支援組織の充実 

・総合臨床研修センターの設置、充実 

医師の卒後臨床研修を担当する部署として、平成１６年度に附属病院内に「総合臨床研修セ

ンター」を設置した。同センターは、医学部附属病院及び愛媛県下の臨床研修指定病院の連携

による研修プログラム（アイプログラム（資料３））及び研修ネットワーク（アイネットワー

ク）の中核となっている。 

 

・愛媛県保健医療対策協議会への参画、地域医療支援センターの設置 

（資料２） 

平成１９年度から愛媛県内の医師の確保を始め医療の確保について協議する本協議会に医
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学部長及び病院長が参画し、愛媛県と共に小児科・産科の集約化・重点化、医師確保対策への

必要な方策に取り組んでいる。また、地域医療支援センターの設置により、愛媛県内の地域医

療の充実（地域医療に従事する医師を確保し、その定着を図ることにより、医師の地域偏在を

解消）をさらに進めつつある。 

 

②研修医等教育プログラム 

「愛媛県奨学金受給者」を対象として、地域医療を実践するに十分な能力を備えることがで

き、また、将来の地域定着が安定的に行われることを念頭に臨床研修プログラムを設定してい

る。さらに、一般の研修医を対象としても、地域医療に関する研修が行えるようなプログラム

を実施している。 

 

（ア）臨床研修（資料３） 

医学部附属病院及び愛媛県下の臨床研修指定病院の連携による研修プログラム（アイプロ

グラム）では、２年間の臨床研修において、２３の協力施設・病院から研修機関を選択し、最

大１２週間、「地域医療」に特化した研修が可能な地域医療を重視したプログラムを実施して

いる。さらに、「愛媛大学２年間コース」の場合、「選択科」の研修においても「地域医療」を

実施する機関を選択することができ、「選択科」研修を加えると、地域の協力施設・病院での

研修期間は最大３６週間に上る。 

 

（イ）専門医の育成  

・専門研修 

臨床研修終了後の専門研修においても、「愛媛県奨学金受給者」及び専門研修養成コース（基

本領域)を希望する医師に対して、県内地域の連携病院及び地域サテライトセンター等を実践

の場とし、地域の指定医療機関等での従事義務を果たしつつ、地域医療に特化した専門医養成

（総合診療専門医等）を行うプログラムを実施している。 

また、愛媛県内で不足している各診療科（産科、外科、救急科等）の専門医の育成・充実に

も大学の各部署と連携し積極的に努めている。 

 

（ウ）生涯教育 

地域医療専門医として育成され、地域医療を実践しつつある医師の生涯教育を行う場とし

て、愛媛県と連携して、医学部附属病院内の地域医療支援センターや地域サテライトセンター

と連携できる生涯教育拠点病院を各医療圏に設置・指定し、充実した医師生涯教育が行えるシ

ステムを構築する。地域医療に従事した医師が生涯教育拠点病院と有機的に結びついて実践

的な臨床教育を適切にかつ継続的に受けるシステムにより、医師の臨床能力の維持・向上が常

に図られ、結果として地域住民が医療の進歩の恩恵を十分に受けられることを目的とする。 

また、医学部附属病院では研修登録医の受入れを積極的に行い、研修診療科に応じた指導教

員を個々に定めて充実した研鑽の場を提供し、地域医療を行いながら医師のさらなる臨床能

力の向上が図れるように工夫している。 

 

４ その他の医師の地域定着のための取組 

 

-学則変更の趣旨-5-



・女性医師のキャリア支援プログラム（資料４） 

女性医師の離職を防ぎ、復職を積極的に支援することによって地域医療に貢献できる医師を

確保する目的で、女性医師キャリア支援プログラム「地域のマドンナ・ドクター養成プロジェク

ト」を平成１９年度から実施している。愛媛県医師会女性医師部会とも連携し、様々な理由で一

旦離職した女性医師の段階的な復職を支援する研修を総合臨床研修センターがコアとなって提

供できる体制を構築している。 

また、復職に向けた研修中の女性医師を、上級医師や学外の医師によるメンターが支援する体

制としている。これらのメンターが学部学生のキャリア形成に関する相談に乗る取組も総合医

学教育センターを中心にして既に軌道に乗っている。 

-学則変更の趣旨-6-



資 料 目 次 

 

 

1 医学部医学科カリキュラムマップ  

2 地域医療支援センター  

3 臨床研修プログラム  

4 地域のマドンナ・ドクタープロジェクト   

5 教育課程等の概要  

6 令和８年度入学定員増員計画書の写し  

 

-学則変更の趣旨-7-



３
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年
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２
年
次

４
年
次
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・
６
年
次

[共通教育科目]

社会力入門，

知的財産入門，

こころと健康，スポーツ，新入生セミナー

[専門基礎科目]
医学基礎セミナー，
化学・生物学 ，物理学，
物理化学，統計学，
基礎医学展望

[基礎医学系科目(講義+実習)]

分子細胞生物学（生化学・医化学）

早期医療体験実習

医療情報・医用電子

P
B
L
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
（
演
習
）

医

科

学

研

究

先
端
基
礎
医
学
・
先
端
医
療
学

[共通教育科目]

教養科目

重
信
開
講

共
通
教
育

科
目

医学英語Ⅰ
（必修）

医学英語Ⅱ
（選択）

共通教育英語
(初修外国語)

preBSL（臨床実習前学習）

選択型臨床実習（全診療科，学外施設での実習を含む） 感染症医療人材養成実習

臨床診断学
（診断学実習）

導入型臨床実習

卒業試験（PCC-OSCEを含む） 国家試験

臨床研修

[社会医学系科目(講義+実習) ] 

衛生学・公衆衛生学

法医学

[ 臨床医学系科目（講義）]

老年医学，小児科学，産科婦人科学，皮膚科学，
脳神経外科学，整形外科学，泌尿器科学，眼科学，耳鼻咽喉科学，
歯科口腔外科学，地域医療学

内科学，臨床腫瘍学，臨床検査医学，老年医学（神経内科学），薬物
治療・開発学，神経精神医学，外科学，放射線医学，
麻酔・周術期学，救急医学，病理学

[基礎医学系科目(講義+実習)]

応急処置，人体構造学(解剖学，組織学)，人体生理学，薬理学，

免疫学，遺伝学，病原生物学(細菌学・ウイルス学・寄生虫学)，病理学課題発見・問題解決能力
を養う演習科目
( DP2-2･3-1 )

英語でのコミュニケーション
能力を養う科目群
( DP5-2 , 橙+青)

臨床医学の基礎と実践を学ぶ科目群
( DP1-1･2-2･4-1･5-1 ）

医師としての専門分野である医学の基礎と臨床を学ぶ科目群
( DP1-1・2-1 , 青)

医学を支える基礎的な知識を学ぶ科目群
( DP1-1，橙+青)

医学部医学科 カリキュラムマップ 2025 April

３年次

4年次

共用試験 ＝ CBT （主に知識・思考領域） ＋ OSCE（主に態度・技能領域）

医療行為の技能と態度，
医療チームワークを養う実習系科目群
（DP2-2･4-1･5-1･5-2 , 緑）

情報リテラシー入門

３年次

4年次

症候学講義，東洋医学

未
来
思
考
支
援
科
目

幅広い教養(DP1-2 , 橙)，
リサーチマインド(DP3-1･4-2 , 黄)
を養う科目群

（エ）

（エ）

（ウ）

（イ）

（ア）
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奨学生医師等を
活用した診療支援 地方拠点病院等

（医師不足病院）

奨学金貸与生等
（地域枠・短期奨学金）

《地域医療支援センター》
○業務

(1) 地域枠等若手医師のキャリア形成支援
(2) 医師不足病院の支援
(3) 医師不足状況等の把握

○体制
センター長、副センター長、その他職員
（専任医師２名、専従職員４名 → 委託費対象職員）

○運営
学内・県等で構成する「運営委員会」にて業務方針
を決定

医師不足状況等の
把握

キャリア形成支援

医師確保等の
方針

愛
媛
県
（保
健
医
療
対
策
協
議
会
等
）

取組状況報告
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rolo ue 
私たちの病院は， 「 患者様から学び，患者

様に還元する」という医学部建学以来の精
神を礎に，愛媛から世界に伸びる大学病院
として社会に貢献したいと思っています。

近年，医師全体に占める女庄医師の割合
が増加してきました。しかし出産はもちろん，
育児も母親が主体である実情・意識は変
わっていません。出産や育児でキャリアが途
絶する事例も多くあります。

そこで 「 マドンナ ・ ドクタ ー養成プロジェクト」
は，女性医師が長くキャリアを築き，女性なら
ではのセンスやアイデアを社会に生かしてい
ただくため，育児中も働きやすい環境を整備
し，制度及び意識の面からもサポートし，段
階的に復職に向かえるようなプログラムを作
成します。

女性医師の方々と一緒に，当院は，患者さ
んが身体も心も癒やしていただけるような病
院を作っていきたいと思っています。

愛媛大学医学部附属病院長
杉山　隆

私
た
ち
と
い
っ

し
ょ
に

1,2ヵ月仕事から離れただけでも復帰に
はブランクの重圧を感じます。休職の
期間が長くなればなるほど復帰の敷居
は高くなりますが，部分復帰で慣らして
いけば，不安を減らすことができます。
お互いにサポートしあって仕事を続け
ていきましょう。

メンター指導医
皮膚科 藤山幹子

大学生の頃，子供を産んだ後は医師として仕事を続け
ることは難しいと思っていました。それが現在，フルタイ
ムではありませんが，専門的なことも学びながら仕事を
続けることができまた仕事柄，出産 ・ 育児を経験した
ことで日々の診療に活かすこともできています。育児に
家事，そして仕事と欲張りをしている分，大変なことも
ありますが毎日充実しています。子供を預けることにも
抵抗がありましたが，あいあいキッズにて楽しく遊び，
そしていろいろなことを覚えで帰ってくるのを見て，安
心して働くことができています。
ぜひ，このプロジェクトを利用し，少しずつでも医師を
続けていただければと思います。

産婦人科 小泉絵理

ー全面的に応援します一

総合臨床研修センタ ーは，マドンナドク
タ ー各個人の育児·診療スケジュールを希
望に応じて細かく調整・配慮し，皆さんを全
面的に応援いたします。当センターの医師と
して所属し勤務時間 ・ 曜日を相談させてもら
いながら，各診療科に配置したメンタ ー指導
医とともに連携し，皆さんには日々充実した
子育てと診療技術の向上を目標に活躍して
もらいたいと思います。最先端の医療技術の
修得を行いながら，ぜひ育児も充分行えるこ
のプロジェクトを積極的にご利用ください。

総合臨床研修センタ ー長

現在マドンナドクター制度を利用させて頂いて5年目で
す。あいあいキッズにも1年間お世話になり，この制度
に非常に助けられています。
出産後，家庭の事情で悩む女性医師は多いと思いま
す。私もそうでしたが，この制度で働いてみてとてもよ
かったです。マドンナ制度があったから，仕事ができる，
子供との時間も持つことができたと思っています。女性
医師が働きやすい環境を一生懸命考えてくれるこの取
り組みに感謝です。

皮膚科石川真奈美

〒791-0295愛媛県東温市志津川
愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センター

Tel.089-960-5098 URL http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/ 
熊木 天児
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

（

助

手

を

除

く
）

基

幹

教

員

以

外

の

教

員

1前 2 ○ 1

1前 1 ○ 2 11 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

1前 1 ○ 4

1前 1 ○ 1

1後 2 ○ 5

1後 1 ○ 3 オムニバス

1前 1 ○ 1

1前 1 ○ 1

1後 1 ○ 1 1

－ － 11 0 0 2 1 27 －

3前 1 ○ 7

3前 1 ○ 3

－ 2 0 0 10 －

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○ 3

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○ 7

1前・1後 1 ○ 5

1前・1後 1 ○ 1

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○ 1

1前・1後 1 ○ 3

1前・1後 1 ○ 3

1前・1後 1 ○ 7

1前・1後 1 ○ 10

1前・1後 1 ○ 4

1前・1後 1 ○ 2

1前・1後 1 ○ 6

1前・1後 1 ○ 18

1前・1後 2 ○ 4

1前・1後 1 ○ 10

1前・1後 2 ○ 2

1前・1後 1 ○ 10

1前・1後 2 ○ 2

1前 1 ○ 2

1前 1 ○ 2

1後 1 ○ 1

1後 1 ○ 1

1前 1 ○ 3

1前 1 ○ 3

1後 1 ○ 2

1後 1 ○ 2

1前 1 ○ 6

1前 1 ○ 6

1後 1 ○ 4

1後 1 ○ 4

1前 1 ○ 6

1前 1 ○ 6

1後 1 ○ 3

1後 1 ○ 3

－ 0 43 0 126 －

初級朝鮮語Ⅳ

小計（40科目） －

初級中国語Ⅱ

初級中国語Ⅲ

初級中国語Ⅳ

初級朝鮮語Ⅰ

初級朝鮮語Ⅱ

初級朝鮮語Ⅲ

初
修
外
国
語

初級ドイツ語Ⅰ

初級ドイツ語Ⅱ

初級ドイツ語Ⅲ

初級ドイツ語Ⅳ

初級フランス語Ⅰ

初級フランス語Ⅱ

初級フランス語Ⅲ

初級フランス語Ⅳ

初級中国語Ⅰ

課
題
発

見
基
礎

セ
ミ

ナ
ー

課題発見基礎セミナー

課題発見基礎セミナー

大
学
間

連
携
科

目
大学間連携科目

大学間連携科目

社
会

歴史からの問い

地理から見た世界

環境と社会

愛
大
プ

ラ
イ
ム

科
目

愛大プライム科目

愛大プライム科目

自然法則の探究

宇宙・地球のすがた

人
間

多様性と共生

ことばの力

文化・芸術を読み解く

制
度

ビジネスリサーチ

政治・経済の考え方

なぜ法を知るべきか

物質の構造と変化

技
術

技術の力

科学技術と人間

データリテラシー入門

生
命

生命と物質

生命の営み

生命を守る

情報リテラシー入門Ⅰ

情報リテラシー入門Ⅱ

知的財産入門

小計（9科目） －

基幹教員等の配置

備考

共
通
教
育
科
目

基
盤
科
目

新入生セミナー

こころと健康

スポーツ

English Foundation​

English Communication Strategies

社会力入門

未来思考
支援科目

Beyond SDGｓ

未来思考リテラシー

小計（2科目） －

愛
大
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
科
目

自
然

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学部医学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態
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1前 ○ 2 ○ 3 ※講義 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 ○ 2 ○ 1 3 ※講義 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 ○ 2 ○ 1

1前 ○ 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1後 ○ 2 ○ 1 ※講義

1前 ○ 1 ○ 7 1 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 ○ 4 ○ 2 3 1 3 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前 ○ 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1後 ○ 1 ○ 1

2前 ○ 1 ○ 3 2 1 1

2後・3前 ○ 2 ○ 1

3後・4前 2 ○ 1

－ 20 2 0 13 6 3 4 8 －

1後 ○ 6 ○ 3 1 1 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

2前 ○ 6 ○ 1 1 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2前 ○ 4 ○ 1 1 1 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2前・後 ○ 5 ○ 1 2 1 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

2後 ○ 3 ○ 1 1 2 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2後 ○ 1 ○ 1 2 1 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2後 ○ 1 ○ 2 2 1 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2後 ○ 6 ○ 2 2 1 1 8 ※実習　ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同（一部）

2後・3前 ○ 5 ○ 3 1 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 1 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 1 ○ 1

4前 ○ 3 ○ 1 ※実習

1前・後 ○ 2 ○ 41 38 20 21

2前・後 1 ○ 41 38 20 21

3前・後 1 ○ 41 38 20 21

4前・後 1 ○ 41 38 20 21

3前・後 ○ 4 ○ 2 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前・後 ○ 4 ○ 3 1 2 1 16 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前・後 ○ 4 ○ 4 1 2 9 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前 ○ 1 ○ 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 1 ○ 2 1 2 1 4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 1 ○ 1

3前 ○ 2 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前・後 ○ 2 ○ 1 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前・後 ○ 2 ○ 1 2 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前・後 ○ 2 ○ 2 2 2 5 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3前 ○ 2 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

3後 ○ 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 1 1 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 3 ○ 5 3 2 11 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 3 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 1 1 1 2 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 3 1 1 2 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 3 2 2 1 6 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 2 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4前 ○ 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

5前 ○ 1 ○ 1

4後 ○ 2 ○ 2 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

4後 ○ 1 ○ 1

4後・5前・後 ○ 38 ○ 36 33 24 24

5後・6前 ○ 24 ○ 36 33 24 24

6後 ○ 1 ○ 1

－ － 153 3 0 49 43 26 31 82

－ 186 49 0 51 43 26 32 250

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修方法を併記すること。

11　高等専門学校の学科を設置する場合は，高等専門学校設置基準第17条第4項の規定により計算することのできる授業科目については，備考欄に「☆」

　　を記入すること。

10　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区分する専門職大学の課

　程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「基幹教員等の配置」に加え，

　　　前期課程に係る科目数，「単位数」及び「基幹教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位を併記

　　　すること。　　

７　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若し

　くは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務演習等については「演習」又は「実験・実習

　」の欄に「連」の文字を記入すること。

８　「基幹教員等の配置」欄の「基幹教員等」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合は，「専任教員等」と読み替えること。

９　「基幹教員等の配置」欄の「基幹教員以外の教員（助手を除く）」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合は，「専任教員以外の教員（助手を除

　く）」と読み替えること。

　する場合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「主要授業科目」の欄は，授業科目が主要授業科目に該当する場合，欄に「○」を記入すること。なお，高等専門学校の学科を設置する場合は，「主

　要授業科目」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「単位数」の欄は，各授業科目について，「必修」，「選択」，「自由」のうち，該当する履修区分に単位数を記入すること。

６　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行

　おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等

　に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しく

　は届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうと

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

卒業要件は医学科に６年以上在学し、共通教育科目から計25単位以上（基盤科目11単
位、未来思考支援科目2単位、教養科目12単位以上）、専門教育科目から計173単位以上
（専門基礎科目20単位以上、専門科目の153単位以上）の合計198単位以上を修得するこ
と。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業の標準時間
共通教育科目９０分

　専門教育科目６０分

合計（108科目） －

学位又は称号 学士（医学） 学位又は学科の分野 医学関係

ｐｒｅＢＳＬ

臨床実習（導入型）

臨床実習（選択型）

ｐostＢＳＬ

小計（45科目） －

泌尿器科学

眼科学

耳鼻咽喉科学

歯科口腔外科学

東洋医学

臨床診断学

老年医学

小児科学

産科婦人科学

皮膚科学

脳神経外科学

整形外科学

放射線医学

麻酔・周術期学

救急医学

内科学Ⅱ

内科学Ⅲ

臨床検査医学

老年医学（神経内科学）

薬物治療・開発学

神経精神医学

医学英語Ⅱ

小計（12科目） －

専
門
科
目

分子細胞生物学

人体構造学Ⅰ

人体構造学Ⅱ

人体生理学

薬理学

衛生学・公衆衛生学

医科学研究　Ⅰ

医科学研究　Ⅱ

医科学研究　Ⅲ

医科学研究　Ⅳ

内科学Ⅰ

免疫学

遺伝学

病原生物学

病理学

地域医療学

法医学

外科学（肝胆膵・乳腺外科学）

外科学（心臓血管・呼吸器外科学）

外科学（消化管・腫瘍外科学）

基礎医学展望Ⅰ

基礎医学展望Ⅱ

医療情報・医用電子

早期医療体験実習

応急処置（実習）

医学英語Ⅰ

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

医学基礎セミナー

化学・生物学

物理学

物理化学

医学統計学
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テキストボックス
資料６




国公私立

国立

１．現在（令和７年度）の入学定員（編入学定員）及び収容定員

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員

110 5 0 685

（収容定員計算用）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 計

110 110 110 110 110 110 660

5 5 5 5 5 0 25

0 0 0 0 0 0 0

115 115 115 115 115 110 685

２．本増員計画による入学定員増を行わない場合の令和８年度の入学定員（編入学定員）及び収容定員

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員

95 5 0 595

（収容定員計算用）

R8 R9 R10 R11 R12 R13 計

95 95 95 95 95 95 570

5 5 5 5 5 0 25

0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 95 595

３．令和８年度の増員計画

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員

110 5 0 610

（収容定員計算用）

R8 R9 R10 R11 R12 R13 計

110 95 95 95 95 95 585

5 5 5 5 5 0 25

0 0 0 0 0 0 0

115 100 100 100 100 95 610

15

（内訳）

15

0

15計

（ア）入学定員

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

増員希望人数

(2) 研究医養成のための入学定員／編入学定員増（研究医枠）

(1) 地域の医師確保のための入学定員／編入学定員増（地域枠）

（イ）2年次編入学定員

計

（ウ）3年次編入学定員

大学名

愛媛大学

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

（ア）入学定員

（イ）2年次編入学定員

計

計

（ア）入学定員

（イ）2年次編入学定員

（ウ）3年次編入学定員

（ウ）3年次編入学定員
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地域の医師確保のための入学定員増について

増員希望人数 15

都道府県名 増員希望人数

愛媛県 15

15

※「大学所在地以外の都道府県」が5都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

都道府県名
R6地域枠定員

（※1）

R6貸与者数

（※2）

R7地域枠定員

（※1）

R7貸与者数

（※2）

R6とR7の貸与者数のう

ち多い方の数

愛媛県 15 20 15 20 20

0

0

0

0

0

計 15 20 15 20 20

（※1）臨時定員分のみご記入ください。

（※2）恒久定員の中で地域枠を実施している場合、恒久定員分の地域枠の人数も含めた修学資金の貸与実績をご記入ください。

※6都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

（１）対象都道府県名及び増員希望人数

（２）修学資金の貸与を受けた地域枠学生の確保状況

大学が所在する都道府県

大学所在地以外の都道府県

計
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１．大学が講ずる措置
１－１．地域枠学生の選抜

募集人数

うち臨時定員分

学校推薦型選

抜ⅡB（地域

特別枠推薦）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
20 15 無 H21以前

合計 20 15

（※1）貴大学において作成した学生募集要項に記載の内容をご記入ください。

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

開始年度 備考出願要件（※1）

・愛媛県内の地域医療の担い手となる高い

使命感と倫理観を有すること

・幅広い総合的な診療能力を身につけるこ

とを通して、地域社会において医学・医療

の発展に貢献できる医師を目指しているこ

と

・合格した場合は入学を確約できること

・入学後に愛媛県の奨学金を受給し、卒

業後に愛媛県知事が指定する医療機関に

おいて9年間以上勤務する義務に同意す

ること

以上の全てについて学校長が責任をもって

推薦できる者で、以下のいずれかに該当す

るもの

（1）愛媛県内の高等学校を令和6年3

月以降に卒業した者又は令和7年3月卒

業見込みの者

（診療科の選定

が有る場合）

その診療科名

診療科の選定の

有無

（３）令和８年度地域の医師確保のための入学定員増について

入試区分 選抜方法（※1）

（1）第1次選抜

総合問題、面接、奨学金受給の確認の

結果並びに提出された出願書類（推薦

書、自己推薦書、調査書、活動報告

書）により、合否判定基準に基づき選考

し、募集人員の1.5～2倍程度を合格さ

せる。

（2）第２次選抜

大学入学共通テストの成績により、合否

判定基準に基づき、合格者を決定する。

名称 選抜方式

①令和６年度に実施した地域枠学生（令和７年入学）の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行った場合には、それぞれご記入ください。また、参考として学生募集要項の写しをご提出ください。
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②令和７年度に実施する地域枠学生（令和８年入学）の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行う場合には、それぞれご記入ください。

また、参考としてPRのために作成した文書（リーフレット、ホームページ、テレビ、新聞、雑誌等）の写しをご提出ください。

募集人数

うち臨時定員分

学校推薦型選

抜ⅡB（地域

特別枠推薦）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
20 15 無 H21以前

合計 20 15

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

（診療科の選定

が有る場合）

その診療科名

入試区分 選抜方法（※1） 出願要件（※1） 開始年度 備考名称 選抜方式

（1）第1次選抜

総合問題、面接、奨学金受給の確認の

結果並びに提出された出願書類（推薦

書、自己推薦書、調査書、活動報告

書）により、合否判定基準に基づき選考

し、募集人員の1.5～2倍程度を合格さ

せる。

（2）第２次選抜

大学入学共通テストの成績により、合否

判定基準に基づき、合格者を決定する。

・愛媛県内の地域医療の担い手となる高い

使命感と倫理観を有すること

・幅広い総合的な診療能力を身につけるこ

とを通して、地域社会において医学・医療

の発展に貢献できる医師を目指しているこ

と

・合格した場合は入学を確約できること

・入学後に愛媛県の奨学金を受給し、卒

業後に愛媛県知事が指定する医療機関に

おいて9年間以上勤務する義務に同意す

ること

以上の全てについて学校長が責任をもって

推薦できる者で、以下のいずれかに該当す

るもの

（1）愛媛県内の高等学校を令和7年3

月以降に卒業した者又は令和8年3月卒

業見込みの者

診療科の選定の

有無

（※1）貴大学において、PRのために作成した文書（リーフレット、ホームページ、テレビ、新聞、雑誌等）に記載の内容（貴大学において作成予定の学生募集要項に記載予定の内容）をご記入ください。
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１－２．教育内容

②（過去に地域枠を設定したことがある場合）これまでの取組・実績を、3～5行程度で簡潔にご記入ください。

③上記①の教育内容（正規科目）について、講義・実習科目内容をご記入ください。また、参考としてシラバスの写しをご提出ください。

地域枠学生 その他の学生

1
早期医療体験実

習
全員 必修 必修 実習 1

3 地域医療学 全員 必修 必修 講義 1

4～5
臨床実習（導入

型）
全員 必修 必修 実習 38

5～6
臨床実習（選択

型）
全員 選択 選択 実習 24

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。（地域枠学生の希望者のみの場合は、対象者を「地域枠学生」、必修／選択の別を「選択」とご記載くだ

さい。）

平成21年度から地域枠による増員を開始し、医師定着・地域医療の質の向上を目的

として、寄附講座及び地域サテライトセンターを設置し、また、愛媛県の委託により地域

医療支援センターを設置し、県内各地域の医療体制の現状と展望について共通認識を

高めてきた。令和7年度までに307名の地域枠学生を確保し、そのうち180名が現在県

内の医療機関で医師（研修医を含む）として地域医療に貢献している。

（参考：記入例）

平成○年度から地域枠による増員を開始し、□□、■■などの取組を行ってきた。令

和７年度までに△名の地域枠学生を確保し、そのうち▲名が現在～～として地域医

療に貢献している。

（参考：記入例）

1～2年次には、「○○」という科目を開講するとともに「△△」を必修化し、～～を学ん

でいる。3～4年次には、××実習を行い、～～を学んでいる。令和８年度からは、■

■を新たに開始するなど、～～を図ることとしている。

H21以前

1年次には、「早期医療体験実習」を必修化し、地域枠学生は特定の地域病院での実

習を行っている。3年次には、「地域医療学」を必修化し、地域医療全般について学んで

いる。4、5、6年次で行っている「臨床実習」では、地域病院での実習を必修化してい

る。旧カリキュラム（平成28年度改訂版）では、地域病院での「臨床実習」の期間を増

やし地域医療への動機づけを図ってきたが、新カリキュラム（令和4年度改訂版）では、

学生全員が愛媛県内の連携病院で4週間の実習を必須としている。

対象学年 講義・実習名
対象者

（※1）

必修／選択の別
講義／実習の別

単位

数

H21以前

①地域枠学生が卒後に勤務することが見込まれる都道府県での地域医療実習など、地域医療を担う医師養成の観点からの教育内容の概要（令和８年度）について、5～6行程度で簡潔にご記入ください。

開始年度

H21以前

H28
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④大学の正規科目以外で、提供する地域医療教育プログラムがあれば、その内容をご記入ください。

対象学年 プログラム名
対象者

（※1）

期間

（例：○週間）
開始年度

1～3
実地医療体験実

習
全員 1週間 H29

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

⑤上記③④以外に、地域医療を担う医師の養成に関する取組等があれば、簡潔にご記入ください。（令和７年度以前から継続する取組を含む）（1～2行程度）

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

プログラムの概要（1～2行程度）

地域医療の実体験、患者や家族への理解、他職種連携の

3つを目的とし、看護学科生と共同で1週間実施する早期

体験プログラム

取組の名称 取組の概要（1～2行程度） 開始年度

地域病院見学ツアー
地域医療を担う医師を目指す学生が地域の病院を訪問し、早い段階から地

域医療の実情に触れ、実感する機会を設けている。
H24

なし

都道府県との連携
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２．都道府県等との連携等

月額 総貸与額
大学の関与の

有無 (※1）

愛媛県 20人/1学年
その他（備考

欄に記入）
100,000 10,161,000 × 無

 (※1）診療科の限定または推奨がある場合は、備考欄に詳細をご記入ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

②その他、都道府県と連携した取組があれば、簡潔にご記入ください。（1～2行程度）

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

取組の名称

備考

地域特別枠学生1人あたり

（入学金）

1年次　282,000円

（授業料）

1～5年次　535,800円/年　※6年次は免除

（奨学金）

1～6年次　100,000円/月

診療科の選定の

有無

（診療科の選定

が有る場合）

その診療科名選抜時期

選抜方法

②大学におけ

る選抜と同時

に都道府県に

おいて面接等を

実施

返還免除要件

卒業後9年間（3年間の臨床研

修・専門研修期間を含む。）知

事指定医療機関で勤務した場

合

貸与対象

貸与額　（例：200,000）

取組の概要（1～2行程度） 開始年度

①都道府県が設定する奨学金について、以下をご記入ください。併せて、都道府県が厚生労働省に提出する予定の地域の医師確保等に関する計画及び「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成元年法律第

64号）第４条に規定する都道府県計画等に位置づけることを約束する文書を添付して下さい。

なお、複数の奨学金を設定している場合は、それぞれ記入ください。

奨学金の設定

主体
貸与人数
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3．在学中の地域枠学生に対する大学の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する支援
在学中の地域枠学生に対する大学の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する支援についてご記入ください。（都道府県と連携した取組を含む）（1～2行程度）

※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

４．その他
１～３に記入したもの以外で、その他、地域の医師確保の観点から大学の今後の取組があれば、簡潔にご記入ください。（1～3行程度）

特に、都道府県からの奨学金の貸与を受ける者、地域枠入学者を確保するために貴大学で取り組まれていることや今後の取組予定がありましたら、ご記入ください。

医学生サマーセミナー
地域医療に関する理解と意識づけを図るため、各市町及び医療機関の現状・

施策等について発表・ワークショップを行っている。
H25

取組の名称 取組の概要（1～2行程度） 開始年度

在学中の学生への相談・指導
学生毎にプロフィールを作成し、相談・指導を行うとともに、必要に応じて、県や

診療科・地域病院と連携し進路指導等を行っている。
H21以前

卒後のキャリアパス形成
キャリア形成支援プログラムを策定し、充実した研修が行えるよう相談・指導体

制を整えている。
H21以前
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2 学校推薦型選抜の概要
国公立大学への学校推薦型選抜の出願は、1つの大学・学部等に限られ、合格した場合は、入学を確約で

きることを出願資格とします。
なお、出願した学部・学科等において、必要不可欠な資質を評価・審査するため、合格者が募集人員に満

たない場合があります。満たさない募集人員は、一般選抜に加えて選抜を実施します。
⑴ 学校推薦型選抜Ⅰ

出身学校長の推薦に基づき、大学入学共通テストを課さずに、総合問題、小論文、面接、口頭試問、出願
書類に基づき、入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定し、合格者を決定します。

⑵ 学校推薦型選抜Ⅱ
出身学校長の推薦に基づき、大学入学共通テストを課し、大学入学共通テスト、総合問題、小論文、面

接、集団面接、口頭試問、出願書類に基づき、入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・
判定し、合格者を決定します。
なお、各学部・学科等が指定する大学入学共通テストの教科・科目を受験していない場合は、学校推薦

型選抜Ⅱの合格者になることができません。

3 募 集 人 員
※推薦できる人数については、分校と本校とは別に1校として取り扱います。また、複数の課程（全日制、
定時制、通信制）を置く学校については、各課程ごとに別枠で推薦できるものとします。

※「高等学校」には、中等教育学校を含みます。（以下同じ。）

区分 学 部 学 科 ・ 課 程 等 募集人員
（人） 備 考

学
校
推
薦
型
選
抜
Ⅰ

法文学部 人文社会
学 科

「 昼 間 主 コ ー ス 」 15 1学校につき3人以内とする。
「 夜 間 主 コ ー ス 」 10 1学校につき3人以内とする。注1

理 学 部 理学科 生 物 学 コ ー ス 7 1学校につき3人以内とする。
地 学 コ ー ス 12 〃

工 学 部 工学科

機 械 工 学 コ ー ス 2 工業に関する学科又はそれに準ずる課程対象
知能システム学コース 1 〃
電気電子工学コース 5 〃

コンピュータ科学コース 1 普通科、工業に関する学科、情報に関する学科、理数に関する学科又は
総合学科対象

材料デザイン工学コース 3 普通科、工業に関する学科、理数に関する学科又は総合学科対象
化学・生命科学コース 7 普通科、理数に関する学科又は総合学科対象

社会基盤工学コース 10 普通科、工業に関する学科、理数に関する学科又は総合学科対象
1高等学校につき2人以内とする。

社会デザインコース 4 〃

農 学 部

食 料 生 産 学 科 8 推薦Ａ〔普通科又は理数に関する学科対象〕
10 推薦Ｂ〔専門教育を主とする学科又は総合学科対象〕

生 命 機 能 学 科 3 推薦Ａ〔普通科又は理数に関する学科対象〕
3 推薦Ｂ〔専門教育を主とする学科又は総合学科対象〕

生 物 環 境 学 科 9 推薦Ａ〔普通科又は理数に関する学科対象〕
7 推薦Ｂ〔専門教育を主とする学科又は総合学科対象〕

学
校
推
薦
型
選
抜
Ⅱ

教育学部
学校教育
教員養成
課 程

教育 発 達
実践コース

小学校教育
サブコース

10 1学校につき2人以内とする。初 等
中 等
教 科
コ ー ス

言語社会教育
サブコース
科 学 教 育
サブコース
生活健康・芸術
教育サブコース

理 学 部 理学科
数学・数理情報コース 10 1学校につき3人以内とする。
物 理 学 コ ー ス 5 〃
化 学 コ ー ス 8 〃

医 学 部
医 学 科 25 推薦Ａ（学校推薦）

1学校につき5人以内とする。
5注2 推薦Ｂ（地域特別枠推薦）

看 護 学 科 18 推薦Ａ（学校推薦）
6 推薦Ｂ（地域特別枠推薦）

工 学 部 工学科

機 械 工 学 コ ー ス 12
知能システム学コース 3
電気電子工学コース 8
コンピュータ科学コース 4
応用情報工学コース 4
材料デザイン工学コース 12 普通科、工業に関する学科、理数に関する学科又は総合学科対象
化学・生命科学コース 13 〃

注1 詳細は33ページを参照してください。
注2 医学部医学科学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦）については、現時点で確定している募集人員は5名であるが、これを20名と

なるように現在認可申請中です。確定次第、本学のホームページに掲載します。
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医 学 部
医学科 推薦Ｂ（地域特別枠推薦）

（1）出願要件等
・愛媛県内の地域医療の担い手となる高い使命感と倫理観を有すること
・幅広い総合的な診療能力を身につけることを通して、地域社会において医学・医療の発展に貢献できる
医師を目指していること

・合格した場合は入学を確約できること
・入学後に愛媛県の奨学金を受給し、卒業後に愛媛県知事が指定する医療機関において9年間以上勤務す
る義務※に同意すること
以上の全てについて学校長が責任をもって推薦できる者で、以下のいずれかに該当するもの

⑴ 愛媛県内の高等学校を令和6年3月以降に卒業した者又は令和7年3月卒業見込みの者
⑵ 愛媛県内において通常の課程による12年の学校教育を令和6年3月以降に修了した者又は令和7年3
月修了見込みの者

※詳細については、以下の「愛媛県キャリア形成プログラム」をご覧ください。
（愛媛県医療対策課ホームページ https://www.pref.ehime.jp/h20150/doctorbank/career_keisei.html）

（2）出願期間等
1） 出願期間

出願情報の登録期間 令和6年10月18日㈮10時～11月7日㈭16時

検定料の支払期間 令和6年11月1日㈮ 0時～11月7日㈭16時

出願書類の提出期間 令和6年11月1日㈮～11月7日㈭〔11月7日㈭の消印有効〕

【留意事項】
インターネット出願は、出願情報の登録及び検定料の支払いを行っただけでは出願手続完了にはなりま

せんので、出願書類を提出期間内に到着するように郵送してください。
なお、出願書類は、出願書類の提出期間内に配達されたもの、及び11月8日㈮以降に配達されたものの

うち、11月7日㈭以前の日本国内発信局消印があるものを受理します。直接持参しても受理しません。

2） 出願手続
詳細については、17ページの「5 出願方法及び出願手続」により手続きを行ってください。

（3）試 験 期 日
（第1次選抜の日時）
令和6年11月23日㈯～11月24日㈰
詳細については、81ページの「試験期日及び試験時間」を参照してください。

（4）試 験 場
医学部で実施します。
詳細については、令和6年11月22日㈮10時に医学部試験場前（試験場の位置については、90ページの

「12 試験場・試験場案内・交通機関案内」参照）に掲示しますので、確認してください。

（5）選抜方法等
1） 第1次選抜

総合問題、面接、奨学金受給の確認の結果並びに提出された出願書類（推薦書、自己推薦書、調査書、
活動報告書）により、合否判定基準に基づき選考し、募集人員の1．5～2倍程度を合格させます。
選抜の結果は、令和6年12月6日㈮に出身学校長及び受験者に送付します。
次のWebサイト（運営会社：大学情報センター）で合格者発表を行います。
アドレス（URL）を事前に「お気に入り（ブックマーク）」に登録の上、合格者発表後にアクセスし
ていただけると、早く確認ができますので、事前登録をお願いします。なお、本学ホームページでの発
表は行いませんので、ご留意願います。
Webサイトでの発表は、参考として閲覧の上、必ず選抜結果通知書により確認してください。

Webサイト https://daigakujc.jp/ehime-u_goukaku/

掲載期間 令和6年12月6日㈮10時（予定）～12月19日㈭17時

（注） Webサイトにアクセスが集中し、一時的につながりにくい状態になっている時は、少し時間を
おいてから、再度アクセスしてください。

第1次選抜により第2次選抜対象となった者は、令和7年1月20日㈪～1月24日㈮の間に、「令和7
共通テスト成績請求票 推薦 国公立推薦型選抜用」を医学部入試係へ郵送（速達・簡易書留郵便）して
ください。
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2） 第2次選抜
大学入学共通テストの成績により、合否判定基準に基づき、合格者を決定します。

（注） 愛媛県の奨学金は学費、生活費相当を貸与するものであり、大学卒業後、研修期間を含め9年間、
愛媛県内の指定医療機関で勤務すれば奨学金の返還を免除されるものです。
【奨学金に関する問い合わせ先】
愛媛県庁保健福祉部社会福祉医療局医療対策課医療政策グループ
電話番号 089－912－2449（直通）
E-mail iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp
U R L https://www.pref.ehime.jp/h20150/doctorbank/

（6）
大 学 入 学 共 通 テ ス ト の 利 用 教 科 ・ 科 目 名
教 科 ・ 科 目 の 採 用 方 法

大学入学共通テスト
の 利 用 方 法

教 科 科 目 名 等

同頁（5）選抜方法等
の2）第2次選抜を参照

国 語『国語』 1
地 理
歴 史

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、
『歴史総合、世界史探究』、『地理総合／歴史総合／公共』

から1
公 民『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合／歴史総合／公共』（再掲）

数 学
①『数学Ⅰ、数学Ａ』、『数学Ⅰ』 から1
②『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 1

理 科『物理』、『化学』、『生物』、『地学』 から2
外国 語『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』 から1
情 報『情報Ⅰ』 1

〔6教科8科目〕
◆「地理歴史、公民」において2科目を受験している場合は、第1解答科目を採用する。
注1 ◆は、学部・学科等が指定する教科・科目の範囲内で受験を要する科目数以上を受験している場合の、科目の採用方法を示します。
注2 「英語」はリスニングを含みます。「英語」を選択する者（リスニングを免除された者を除く。）は、リーディングとリスニングの

両方を必ず受験してください。リーディング又はリスニングのいずれかしか受験していない場合には、「英語」を受験しなかったも
のとして取り扱います。

注3 指定した教科・科目をすべて受験してください。1科目でも受験していない場合は合格者選考の対象となりません。

大学入学共通テストの利用教科・科目等について

【経過措置】旧課程履修者等は、以下の教科・科目を選択することができます。
大 学 入 学 共 通 テ ス ト

教 科 科 目 名 等
地 理
歴 史『旧世界史Ｂ』、『旧日本史Ｂ』、『旧地理Ｂ』

公 民『旧倫理、旧政治・経済』

数 学
①『旧数学Ⅰ・旧数学Ａ』、『旧数学Ⅰ』
②『旧数学Ⅱ・旧数学Ｂ』、『旧数学Ⅱ』

情 報『旧情報』

（7）大学入学共通テスト及び個別学力検査等の配点
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 個別学力検査等

国 語 地 理
歴 史 公 民

数 学
理 科 外国語 情 報 計 総合問題 面 接 計

① ②

200 （100） （100） 100 100 200 200 100 1000 200 200 400

リーディング リスニング 計 リスニングを免除された者
160点 40点 200点 リーディングを200点とする。

注1 （ ）は、選択科目の配点を示す。
注2 大学入学共通テストの「英語」の配点は下記のとおりとする。
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（8）個別学力検査等の採点・評価基準及び正解・解答例又は出題意図の開示日時等

教科等 採 点 ・ 評 価 基 準 （ 一 般 的 基 準 ） 正解・解答例又は
出題意図の開示日時等

総 合 問 題
日本語や英語の論文・文章の内容を的確に把握した上で論述、解答させ

ることにより、読解力、論述力を評価する。また、数学や理科の基礎的な
知識を基にその内容およびそれに関連した事項についての知識、計算力、
記述力を評価する。

令和7年2月10日㈪
16時
医学部医学科掲示場

面 接
面接時の態度や質問に対する応答を通して、医学を学ぼうとする目的意

識や勉学意欲、自己認識、協調性、社会性、奨学金受給意思などを総合的
に判断して採点・評価する。

出 願 書 類
推 薦 書
自己推薦書
調 査 書
活動報告書

面接に含めて評価する。（ ）
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愛媛大学医学部医学科では、地域医療の担い手となる高い使命感と倫理観
を有し、地域社会において医学・医療の発展に貢献できる医師を目指す者を
対象に「地域特別枠推薦」を導入しています。
下記に示す本学部の理念等を踏まえ、貴方の地域医療に対する関心、抱負

などを、本学所定の「自己推薦書」に2，000字以内で入力してください。

記

愛媛大学医学部は、「教育の成果に関する目標」において、「患者から学び、
患者に還元する教育・研究・医療」を基本理念として、人権を尊重し、患者
の立場に立つ優れた医療人、医学・看護学における教育者、研究者を養成す
るとともに、医療人の生涯学習の拠点となることを掲げています。
この目標は昭和48年 9 月に本学部が設立された際、愛媛県における地域医

療の充実と高度先端医療の展開を目指して策定され、その後40年以上にわた
り一貫して、愛媛県における医療・医学の中核となり、教育面では高度な専
門知識と技能を持ち地域医療に貢献する医師の養成を行う際の根幹をなす目
標として堅持してきました。
愛媛県全体としては医師数、医療の質ともに大学設立当時に比較して、格

段の改善や向上がみられます。しかし、最近では、愛媛県下の山間部、島嶼
部だけでなく市部においても、公立の病院や診療所などの医療機関において
医師不足が顕在化し、医学部に対して医師派遣の要請が急増しています。
愛媛県内の医療・保健福祉を質・量ともに向上させるためには、卒業後愛

媛県内で活躍し、医療・保健福祉業務に従事する強い意志と使命感をもつ優
れた医師を養成することが必要です。
このために本学における教育において、これまで以上に地域医療に進んで

従事する医師の養成に取り組むだけでなく、さらに、県内高等学校出身者を
対象とする学校推薦型選抜を実施し、自らが生まれ育ち、愛着を持つ愛媛県
の医療に従事する強い意志と情熱を持つ人材を受け入れて教育することによ
り、上記の目標を達成したいと考えています。

愛媛大学医学部の基本理念等（医学部医学科推薦Ｂ（地域特別枠推薦）用）

63 学校推薦型選抜Ⅱ
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10 推薦書記入上の注意
推薦書の「推薦理由等」欄は、推薦する学部の「「推薦理由等」欄の記載について」を踏まえ、各項目の

順に、項目を分けて記載してください。

学 部 「推薦理由等」欄の記載について

法文学部

推薦をする理由の記入に当たっては、概評的・抽象的でなく、具体的な事実に基づいて記
述してください。
1 志願者を推薦する理由を、志願者の学習及び活動の成果を踏まえ、本学部のアドミッショ
ン・ポリシーを参照して記載してください。その際、「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の3つの観点を必ず含むように
してください。

2 今後努力を要する点や入学後に特に配慮を要する事項があれば記入してください。
3 その他、特記することがあれば記入してください。

（注） 各コースの内容については、「大学ガイドブック（大学案内）」及び「法文学部案内」
を参照してください。

教育学部

推薦をする理由の記入に当たっては、概評的・抽象的でなく、具体的な事実に基づいて記
述してください。
1 志願者を推薦する理由を、志願者の学習及び活動の成果を踏まえ、本学部のアドミッショ
ン・ポリシーを参照して記載してください。その際、「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の3つの観点を必ず含むように
してください。

2 今後努力を要する点や入学後に特に配慮を要する事項があれば記入してください。
3 その他、特記することがあれば記入してください。

（注） 各コースの内容については、「大学ガイドブック（大学案内）」及び「教育学部案内」
を参照してください。

理 学 部

推薦をする理由の記入に当たっては、概評的・抽象的でなく、具体的な事実に基づいて記
述してください。
1 志願者を推薦する理由を、志願者の学習及び活動の成果を踏まえ、本学部のアドミッショ
ン・ポリシーを参照して記載してください。その際、「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の3つの観点を必ず含むように
してください。

2 今後努力を要する点や入学後に特に配慮を要する事項があれば記入してください。
3 その他、特記することがあれば記入してください。

（注） 各コースの内容については、「大学ガイドブック（大学案内）」及び「理学部案内」を
参照してください。

医 学 部

推薦をする理由の記入に当たっては、概評的・抽象的でなく、具体的な事実に基づいて記
述してください。
1 志願者を推薦する理由を、志願者の学習及び活動の成果を踏まえ、本学部のアドミッショ
ン・ポリシーを参照して記載してください。その際、「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に関する評価についての記載を
必ず含むようにしてください。

2 今後努力を要する点や入学後に特に配慮を要する事項があれば記入してください。
3 医学科学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦）及び看護学科学校推薦型選抜ⅡＢ（地域
特別枠推薦）の志願者に関しては地域医療に対する適性等について記入してください。

4 その他、特記することがあれば記入してください。

（注） 各学科の内容については、「大学ガイドブック（大学案内）」及び「医学部看護学科案
内」を参照してください。

86推薦書記入上の注意
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11 入学手続及び初年度の諸経費
⑴ 入学手続
合格者は、入学手続期間内に入学手続を行ってください。
詳細については、合格者発表日に郵送する入学手続関係書類で確認してください。

① 入学手続期間
学校推薦型選抜Ⅰの合格者
令和6年12月6日㈮～12月18日㈬17時必着（郵送）

学校推薦型選抜Ⅱの合格者
令和7年2月10日㈪～2月19日㈬17時必着（郵送）

② 入学手続書類等
書 類 等 摘 要

保 証 書 本学所定の用紙に必要事項を記入したもの

愛媛大学関連団体への
情報提供に関する同意書 本学所定の用紙に必要事項を記入したもの

令和7年度大学入学
共 通 テ ス ト 受 験 票

大学入試センター発行のもの
（大学入学共通テストに出願していない者は不要）
（入学手続完了後に返還します。）

令 和 7 年 度
愛 媛 大 学 受 験 票

出願サイトからダウンロードして印刷したもの
（入学手続完了後に返還します。）

入 学 資 格 証 明 書 卒業証明書又はこれに代わる証明書（卒業証書不可）
在学中の者は、卒業後に提出してください。

住 民 票 の 写 し
（日本国籍を有しない者のみ） 市区町村長が発行したもの（日本国籍を有しない者のみ提出してください。）

誓 約 書
（愛媛大学提出用）

本学所定の用紙に必要事項を記入したもの
（医学部医学科推薦Ｂ（地域特別枠推薦）及び看護学科推薦Ｂ（地域特別枠推薦）の
合格者のみ提出してください。）
（合格通知書とともに送付します。）

入 学 料 及 び 授 業 料 89ページ「⑵ 初年度の諸経費」を参照

③ 入学手続の方法
入学手続の一部をインターネットにより行います。
合格者は、入学手続専用サイトから必要情報の登録、入学料の納付を行い、入学手続書類に必要事項を

記入の上、入学手続書類を一括して18ページ記載の「（3）出願書類の送付先」へ「速達・簡易書留」で郵
送してください。
郵送する際に、入学手続期間に必着することを郵便局で確認してください。直接持参しても受理しません。

88入学手続及び初年度の諸経費
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－１０２－

医学部 学校推薦型選抜Ⅱ

※詳細については、以下の「愛媛県キャリア形成プログラム」をご覧ください。
（愛媛県医療対策課ホームページ https://www.pref.ehime.jp/h20150/doctorbank/career_keisei.html）

実 施 学 科 等 名 医学科
（地域特別枠推薦）〔推薦Ｂ〕

募 集 人 員 ５人（現時点での予定であり、今後、臨時増員の認可状況等により変更となる
こともあります。変更がある場合は、本学のホームページに掲載します。）

出 願 要 件

・愛媛県内の地域医療の担い手となる高い使命感と倫理観を有すること
・幅広い総合的な診療能力を身につけることを通して、地域社会において医
学・医療の発展に貢献できる医師を目指していること
・合格した場合は入学を確約できること
・入学後に愛媛県の奨学金を受給し、卒業後に愛媛県知事が指定する医療機関
において９年間以上勤務する義務※に同意すること
以上の全てについて学校長が責任をもって推薦できる者で、以下のいずれか
に該当するもの
⑴ 愛媛県内の高等学校を令和６年３月以降に卒業した者又は令和７年３月卒
業見込みの者
⑵ 愛媛県内において通常の課程による１２年の学校教育を令和６年３月以降に
修了した者又は令和７年３月修了見込みの者

選 抜 方 法 等

⑴ 第１次選抜
総合問題、面接及び奨学金受給の確認の結果により選考し、募集人員の１．５

～２倍程度を合格させる。
出願書類（推薦書、自己推薦書、調査書、活動報告書）は面接に含めて評価する。
⑵ 第２次選抜

大学入学共通テストの成績により合格者を決定する。

〔大学入学共通テストの利用教科・科目名〕

インターネット出願
受 付 期 間

出願情報の登録期間 令和６年１０月１８日㈮～１１月７日㈭

検定料の支払期間及び
出願書類の提出期間 令和６年１１月１日㈮～１１月７日㈭

選 抜 期 日
（ 第 １ 次 選 抜 ） 令和６年１１月２３日㈯～１１月２４日㈰

合 格 者 発 表 日
第１次選抜 令和６年１２月６日㈮

第２次選抜 令和７年２月１０日㈪ １６時

そ の 他

１ 国公立大学の学校推薦型選抜への出願は、１つの大学・学部等に限られて
いる。
２ この学校推薦型選抜では、地域医療の担い手となるために必要・不可欠な
資質を評価・審査するので、合格者数が募集人員に満たない場合がある。
３ 入学手続期間

令和７年２月１０日㈪～２月１９日㈬

国語 『国語』 １
地理
歴史

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、
『歴史総合、世界史探究』、『地理総合／歴史総合／公共』

から１
公民 『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、

『地理総合／歴史総合／公共』（再掲）

数学 ①『数学Ⅰ、数学Ａ』、『数学Ⅰ』 から１
②『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 １

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』 から２
外国語『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』 から１
情報 『情報Ⅰ』 １

６教科８科目
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令和６年 10 月 29 日 

愛 媛 大 学 医 学 部 

令和７年度愛媛大学医学部医学科の入学定員（募集人員）の増員について 

愛媛大学医学部医学科における令和７年度の入学定員（募集人員）の増員について、文部科学大臣に申請を行っており、この

度、入学定員（募集人員）の増員が認可されました。 

つきましては、令和７年度学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦）は、下表のとおり変更して実施します。 

学部 

学科 

変 更 前 変 更 後 

入学 

定員 

(人) 

募集人員（人） 

入学 

定員

（人） 

募集人員（人） 

学校推薦型選抜 

総合型 

選抜Ⅱ 

一般選抜 

(前期日程) 

学校推薦型選抜 

総合型 

選抜Ⅱ 

一般選抜 

(前期日程) 

推薦ⅡＡ 

(学校推薦) 

推薦ⅡＢ 

地域特別枠

推薦 

推薦ⅡＡ 

(学校推薦) 

推薦ⅡＢ 

地域特別枠 

推薦 

医学部 

医学科 
 95 25 5 10 55 110 25 20 10 55 

（注）アンダーラインの部分が変更箇所。 

令和７年度学生募集要項の変更
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７医対第 457号 

令和７年８月 18日 

 

 

厚生労働省医政局長 殿 

 

 

 

愛媛県保健福祉部長  岡部 直  

 
 

 

地域の医師確保のための入学定員増に係る誓約書 

 

 

令和７年８月５日付け７文科高第 666 号、医政発 0805 第５号に基づき、下記のとお

り、令和８年度における地域の医師確保のための入学定員増を行うこととしました。 

 地域の医師確保等に関する計画、都道府県計画等に沿って、地域枠入学者が地域に定

着するよう取組を行います。 

 

 

記 

増員数 

  15名 

  ・愛媛大学医学部における地域枠：15名 

   
 

 

 
 

 

 

 

担当  ：愛媛県保健福祉部社会福祉医療局 

      医療対策課 主任  

電話番号：089-912-2449 

メールアドレス：  
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

 

（１）愛媛大学医学部医学科の概要 

① 収容定員を増加する組織の概要 

学部名称 
入学定員 

（人） 

編入学定員（人） 総定員 

（人） 
所在地 

第２年次 

医学部医学科 110 5 685 
愛媛県東温市志津川

（重信キャンパス） 

(注)令和 7年度までの入学定員増（15名）を含む。 

 

 ② 令和 8年度入学定員増認可後の収容定員 

愛媛大学医学部医学科（以下「本学」という。）における令和 8年度の臨時定員増については、「令

和 8 年度の医学部臨時定員増について」（令和 7 年７月 29 日付け文部科学省高等教育局医学教育

課）を踏まえて、愛媛県地域枠として 15名の増員申請を行う。 

令和 8年度入学定員認可後の収容定員は以下のとおり。 

年度 
入学定員 

（人） 

編入学定員（人） 総定員 

（人） 第２年次 

令和８年度 110 5 685 

令和９年度 95 5 670 

令和 10年度 95 5 655 

令和 11年度 95 5 640 

令和 12年度 95 5 625 

令和 13年度 95 5 610 

 

 ③ 医学部医学科のアドミッション・ポリシー 

本学では、アドミッション・ポリシー及び選抜方法の趣旨を定め、愛媛大学学生として期待される

能力（愛大学生コンピテンシー）を備え、医学部の基本理念である「患者から学び、患者に還元する

教育、研究、医療」を実践できる医療人の育成を目指している。 

 

 ④ 医学部医学科の教育の特色 

本学では、基礎医学と臨床医学の分野で独自の教育・研究体制を保持しつつ、両者の枠を超えた緊

密な協力体制で教育に取り組んでいる。加えて、最先端医療の開拓とともに医学・医療の倫理につい

ても教育活動を行っている。その中でも、新入生からの教育プログラムに特色があり、1年次に「早

期医療体験実習」を必修化し、地域枠学生は特定の地域病院での実習を行っている。3年次には「地

域医療学」を必修化し、地域医療全般について学んでいる。4・5・6年次で行っている「臨床実習」

では、地域病院での実習を必修化している。旧カリキュラム(平成 28 年度改訂版)では、地域病院

での「臨床実習」の期間を増やし地域医療への動機づけを図ってきたが、新カリキュラム(令和 4年

度改訂版)では、学生全員が愛媛県内の連携病院で４週間の実習を必須としている。 

また、看護学科や他大学との合同授業により多職種連携教育にも力を入れている。 
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（２）人材需要の社会的な動向等 

 ① 養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の分析 

文部科学省及び厚生労働省は、緊急医師確保対策として、地域や特定の診療科で医師が不足してい

る現状に対応し、奨学金を活用して都道府県が定める地域や診療科に確実に医師が配置できるため

の医師養成数の増加。さらに、地域の医療に従事する医師数の増加を図るため、医学部における地域

枠の拡充を図るとともに、医師養成総数が少ない県においては、医師の養成数を増加させるための施

策を推進してきた。 

本学においては、政府方針を踏まえて、平成 21年度から地域枠による増員を開始し、医師定着・

地域医療の質の向上を目的として、寄附講座及び地域サテライトセンターを設置した。また、愛媛県

の委託により地域医療支援センターを設置し、県内各地域の医療体制の現状と展望について共通認

識を高めてきた。令和 7年度までに 307名の地域枠学生を確保し、そのうち 180名が現在県内の

医療機関で医師（研修医を含む）として地域医療に貢献している。 

令和 8 年度の医学部入学定員増については、「地域の医師確保等の観点からの令和 8 年度医学部

入学定員の増加について（通知）」（令和 7年８月 5 日付、7文科高第 666号、医政発 0805 第５

号、文部科学省高等教育局長、厚生労働省医政局長）により、入学定員の増員期間は１年間（令和 8

年度まで）とされた。令和 9 年度以降の方針については、医師養成過程を通じた医師の偏在対策等

に関する検討会等において検討が進められており、今後の政府方針を踏まえて、本学は愛媛県と連携

し、地域の医師確保への取組を推進する。 

 

 ② 中長期的な 18歳人口等の全国的、地域的動向の分析 

愛媛県における将来予測について、「2040年の各都道府県進学者数等推計（2021 年基準）」（文

部科学省調べ）によると、18歳人口は、12,483人（2021年度）から 7,871人（2040年度）に

減少、大学進学者数は、6,144人（2021年度）から 4,389人（2040年度）に減少する。大学進

学率は、49.2％（2021年度）から 55.8％（2040年度）に増加することが予測されている。少子

化進行による志願者数減少は医師養成に限られたことではないが、広報活動を行いながら志願者確

保に努め、地域医療に貢献する医師を養成する、 

 

③ 学生募集を行う地域 

令和 8 年度の臨時定員増に係る愛媛県地域枠 15 名については、愛媛県内の高等学校等を令和 7

年３月以降に卒業した者又は令和 8 年３月卒業見込みの者を対象に、学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特

別枠推薦）で学生を募集する。出願要件は以下のとおり。 

【出願要件】（令和 8年度入学者選抜要項（抜粋）） 

・愛媛県内の地域医療の担い手となる高い使命感と倫理観を有すること 

・幅広い総合的な診療能力を身につけることを通して、地域社会において医学・医療の発展に貢献

できる医師を目指していること 

・合格した場合は入学を確約できること 

・入学後に愛媛県の奨学金を受給し、卒業後に愛媛県知事が指定する医療機関において 9 年間以

上勤務する義務※に同意すること 

以上の全てについて学校長が責任をもって推薦できる者で、以下のいずれかに該当するもの 

⑴ 愛媛県内の高等学校を令和 7年 3月以降に卒業した者又は令和 8年 3月卒業見込みの者 

⑵ 愛媛県内において通常の課程による 12年の学校教育を令和 7年３月以降に修了した者又は令

和 8年３月修了見込みの者 
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④ 定員充足状況 

令和 7 年度までの臨時増員増に係る愛媛県地域枠 15 名については、緊急医師確保対策による恒

久定員５名と合わせて、学校推薦入試ⅡＢ「地域特別枠」（現在の学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠

推薦））として 20名の学生募集を行った。 

定員充足状況については、入学者選抜の実施状況のとおり毎年度２段階選抜を実施し、２次選抜合

格後の入学辞退者もなく全員入学している。志願者数を平均すると 70名程度、志願者倍率は 3.5倍

程度である。年度による志願者数の増減はあるもが、概ね順調に志願者を確保して入学者選抜を実施

し、定員を充足している。 

（参考）入学者選抜実施状況：学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦） 

入学 

年度 

募集 

人員 
志願者 受験者 

1次選抜

合格者 

2次選抜

合格者 
入学者 倍率 

平 27 20 90 90 33 20 20 4.5 

平 28 20 64 64 35 20 20 3.2 

平 29 20 60 60 33 20 20 3.0 

平 30 20 69 69 38 20 20 3.5 

平 31 20 79 79 35 20 20 4.0 

令２ 20 72 72 40 20 20 3.6 

令３ 20 79 79 40 20 20 4.0 

令４ 20 63 63 36 20 20 3.2 

令５ 20 50 50 33 20 20 2.5 

令６ 20 66 66 38 20 20 3.3 

令 7 20 63 62 36 20 20 3.1 

（注）１ 募集人員20名（臨時定員15名、恒久定員５名） 

２ １次選抜は、総合問題、面接、奨学金受給の確認の結果並びに提出された出願書類によ

り、合否判定基準に基づき選考し、募集人員の1.5～2倍程度が合格。 

３ 倍率は、受験者を最終合格者（２次選抜合格者）で除したもの。 

 

（３）学生確保の見通し 

 ① 学生確保に向けた主な取組と見込まれる効果 

   学生確保に向けた取り組みとして、オープンキャンパスや、愛媛県内高等学校進路指導担当教諭

との懇談会の開催、ウエブサイトによる情報発信などを行っており、これらの取組を継続して行う。 

医学科のオープンキャンパスの参加者は、愛媛県内高等学校の生徒が多く、県内の地域医療の担い

手となる高い使命感と倫理感を持ち、本学への進学意欲の高さがうかがえる。また、愛媛県内高等学

校進路担当者との懇談会を毎年開催し、入学者選抜方法の変更点や入試制度、教育研究、卒業後の進

路などの懇談を行い、生徒の進路指導での活用、医学科に対する理解増進につながっている。 

令和 8 年度の臨時定員増に係る愛媛県地域枠 15 名については、学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別

枠推薦）で学生募集を行い、県内高等学校出身の生徒が対象である。過去 10年間の入学者選抜実施

状況は、年度によって志願者数の増減はあるが、概ね順調に志願者を確保している。参加申込みをし

た県内高等学校の生徒がオープンキャンパスに参加する割合は 90％を超えており、今後も学生を確

保できると考えている。 
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（参考）医学科オープンキャンパス 

年度 開催方法 募集人数 申込者数 参加者数 参加率 

令和４年度 対面 120名 県内   78名 県内  71名 91.0％ 

県外  34名 県外  23名 67.6％ 

合計 112名 合計  94名 83.9％ 

令和５年度 対面 200名 県内 138名 県内 130名 94.2％ 

県外  62名 県外  40名 64.5％ 

合計 200名 合計 170名 85.0％ 

令和６年度 対面 250名 県内 164名 県内 153名 93.3％ 

県外  86名 県外  62名 72.1％ 

合計 250名 合計 215名 86.0％ 

令和7年度 対面 250名 県内 139名 県内 128名 92.1％ 

県外 101名 県外  83名 82.2％ 

合計 240名 合計 211名 87.9％ 

（注）新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限。 

 

（参考）愛媛県内高等学校進学担当者との懇談会 

年度 開催方法 高校数 参加者数 

令和４年度 
対面 7校 7名 

オンライン 15校 15名 

令和５年度 対面 23校 24名 

令和６年度 対面 21校 24名 

令和 7年度 対面 22校 24名 

 

② 地域枠学生の離脱防止 

地域枠制度への理解を高めるため、入学試験時に愛媛県担当者との制度に係る面接を実施するほ

か、１年次及び６年次に制度説明会を行っている。また、地域医療支援センターと県が連携し、地域

枠生の希望があれば個別面談を行うことで将来のキャリア形成や地域医療従事に対する不安を解消

する体制を整えている。 

 

（４）医学部医学科の臨時定員の設定理由 

本学における臨時定員は、愛媛県と本学が連携調整して定員を設定している。 

平成 21年度入学者選抜では、「経済財政改革の基本方針 2008」により、「緊急医師確保対策」に

よる増員分として５名（恒久定員）、及び緊急医師確保対策による臨時定員５名（平成 21年度から

令和元年度まで延長）合わせて 10名が措置された。 

平成 22年度入学者選抜では、「経済財政改革の基本方針 2009」による臨時定員７名（平成 22年

度から令和元年度まで）が措置され、合わせて 17名となった。 

平成 27 年度入学者選抜では、「新成長戦略」による臨時定員３名（平成 27 年度から令和元年度

まで）が措置され、合わせて 20名（恒久定員５名、臨時定員 15名）となった。 

令和２年度入学者選抜では、15名の臨時定員が認可され、以降、令和 7年度まで 15名の臨時定

員が認可された。 

地域における医師不足の解消は喫緊の課題であり、平成 21 年度入学者選抜以降臨時定員（地域

枠）による医師を養成し、卒業後、知事が指定した医療機関で９年間（３年間の研修期間を含む。）
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勤務し、県内各地域で医師として活躍している。厚生労働省による現医師確保計画（R6年度）で用

いられている医師偏在指標では、愛媛県は医師中程度県とされていることから、15名の臨時定員は

適正な人数であると考えている。 
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新設組織が置かれる都道府県への入学状況 別紙１

○出身高校の所在地県別の入学者数の構成比（上位５都道府県）※直近年度

都道府県名 人　　数 構成比

1 愛媛県 2,047人 52.2%

2 広島県 419人 10.7%

3 香川県 200人 5.1%

4 高知県 193人 4.9%

5 岡山県 171人 4.4%

全　　体 3,920人 100.0%

※「学校基本調査」の「出身高校の所在地県別入学者数」から作成すること。

○新設組織が置かれる都道府県の定員充足状況

令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 愛媛県 100.71% 100.17% 98.24%

2

※２校地で教育課程を実施する場合はそれぞれの状況を記載すること。

○新設組織の学問分野（系統区分）の定員充足状況

令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 医学 100.51% 100.43% 100.42%

2

※「系統区分」は日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」の系統区分に従うこと。

※大学、学部、学部の学科、短期大学、短期大学の学科を設置する場合や収容定員の増加に係る学則変更認可申請の場合に
作成（専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校を含む）。大学院は作成不要。

新組織所在地
（都道府県）

充足率

系統区分
充足率
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既設学科等の入学定員の充足状況（直近５年間） 別紙２

大学学部学科等名：愛媛大学医学部医学科
（大学の学科、短大の専攻課程、高専の学科ごとに作成。大学院は作成不要。）

１．各選抜方法の状況
R３年度入学者 R４年度入学者 R５年度入学者 R６年度入学者 R７年度入学者 平　　均

10人 10人 10人 10人 10人 10人 
延べ人数 志願者数 20人 25人 36人 32人 21人 27人 

受験者数 20人 25人 36人 32人 21人 27人 
合格者数 6人 8人 10人 6人 9人 8人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

実 人 数 志願者数 20人 25人 36人 32人 21人 27人 
受験者数 20人 25人 36人 32人 21人 27人 
合格者数 6人 8人 10人 6人 9人 8人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

6人 8人 10人 6人 9人 8人 
45人 45人 45人 45人 45人 45人 

延べ人数 志願者数 154人 132人 130人 128人 122人 133人 
受験者数 154人 132人 130人 128人 121人 133人 
合格者数 45人 45人 45人 45人 45人 45人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

実 人 数 志願者数 154人 132人 130人 128人 122人 133人 
受験者数 154人 132人 130人 128人 121人 133人 
合格者数 45人 45人 45人 45人 45人 45人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

45人 45人 45人 45人 45人 45人 
55人 55人 55人 55人 55人 55人 

延べ人数 志願者数 531人 389人 243人 569人 516人 450人 
受験者数 282人 324人 204人 274人 263人 269人 
合格者数 59人 58人 55人 59人 59人 58人 
うち追加合格者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 
辞退者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 

実 人 数 志願者数 531人 389人 243人 569人 516人 450人 
受験者数 282人 324人 204人 274人 263人 269人 
合格者数 59人 58人 55人 59人 59人 58人 
うち追加合格者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 
辞退者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 

59人 57人 55人 59人 56人 57人 
110人 110人 110人 110人 110人 110人 

延べ人数 志願者数 705人 546人 409人 729人 659人 610人 
受験者数 456人 481人 370人 434人 405人 429人 
合格者数 110人 111人 110人 110人 113人 111人 
うち追加合格者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 
辞退者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 

実 人 数 志願者数 705人 546人 409人 729人 659人 610人 
受験者数 456人 481人 370人 434人 405人 429人 
合格者数 110人 111人 110人 110人 113人 111人 
うち追加合格者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 
辞退者数 0人 1人 0人 0人 3人 1人 

110人 110人 110人 110人 110人 110人 

３．入学定員充足率
R３年度入学者 R４年度入学者 R５年度入学者 R６年度入学者 R７年度入学者 平　　均

110人 110人 110人 110人 110人 110
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 0.99

入 学 定 員 充 足 率

（備考）特記事項がある場合は記載すること。

総
合
型
選
抜

一
般
選
抜

学
校
推
薦
型
選
抜

入 学 定 員

歩 留 率

合
計

募集人数

入学者数

募集人数

入学者数
募集人数

入学者数
募集人数

入学者数
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既設学科等の学生募集のためのPR活動の過去の実績 別紙３

①募集を行った学科等名称及び取組の名称：愛媛大学医学部医学科オープンキャンパス

R６年度入試 R７年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a) 170人 215人

うち受験対象者数(b) 170人 215人

うち受験者数(c) - -

うち入学者数(d) - -

（受験率 c/b） - -

（入学率 d/b） - -

①取組概要
　高校生及び既卒者を対象に医学科紹介・模擬授業を実施。
　R6年度入試対象（R5開催）：１回開催（8/9）
　R7年度入試対象（R6開催）：１回開催（8/8）
②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
　参加者全員の個人情報を取得していない。新入生アンケートの調査結
果から約45％がオープンキャンパスに参加しており、同取組の成果とし
て捉えている。
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別紙４ 

愛媛大学医学部アドミッションポリシー 

 

 

 愛媛大学医学部では、愛媛大学学生として期待される能力(愛大学生コンピテンシー)を備え、医

学部の基本理念である「患者から学び、患者に還元する教育、研究、医療」を実践できる医療人の

育成を目指しています。そのため、基本的な知識・技能・思考力・判断力・表現力と人間の尊厳を

重んじる豊かな人間性を備えた入学者に対して、幅広い教養、生命に対する深い慈しみに裏打ちさ

れた生命倫理、そして生命の尊厳に基づいた医学・看護学教育を行っています。加えて、主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけている入学者が、進歩する医学・医療を生涯にわ

たり学習し続ける能力を磨くために、大学や学部を超えたグループによる課題探究型の教育にも力

を入れています。さらに、地域医療を含む日本の保健・医療・福祉だけでなく、研究や行政におい

て国際的に貢献できる人材の育成を目指し、一般選抜に加えて、学校推薦型選抜、総合型選抜や編

入学などの様々な選抜方法を採用しています。そこで、医学部では次のような資質を有する学生を

求めます。 

 

 

医学科 

 愛媛大学医学部医学科では、愛媛大学学生として期待される能力 (愛大学生コンピテンシー)を

備え 、医学部の基本理念である「患者から学び、患者に還元する教育、研究、医療」を実践でき

る医療人の育成を目指しています。 そのため、基本的な知識・技能・思考力・判断力・表現力と

人間の尊厳を重んじる豊かな人間性を備えた入学者に対して、幅広い教養、生命に対する深い慈し

みに裏打ちされた生命倫理、そして生命の尊厳に基づいた医学教育を行っています。 加えて 、主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけている入学者が、進歩する医学・医療を生

涯にわたり学習し続ける能力を磨 くために、大学や学部を超えたグループによる課題 探究型 の

教育にも力を入れています。さらに、地域医療を含む日本の保健・医療・福祉だけでなく、研究や

行政において国際的に貢献 できる人材の育成を目指し、一般選抜に加えて、学校推薦型選抜、総

合型選抜や編入学などの様々な選抜方法を採用しています。そこで、医学 科では次のような資質

を有する学生を求めます。 

 

（知識・ 技能 ・思考力・判断力・表現力） 

１ 入学後の修学に必要な基礎学力を有している。 

1-1）［全ての入試枠］ 高等学校 等で履修する 国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、

情報 の広範な知識を有している。 

1-2）［一般選抜］ 高等学校等で履修する数学および理科（物理 、化学）について深く理解し

ている。また、和文や英文を読んでその内容を理解し、日本語や英語で適確に表現すること

ができる。 

1-3）［学校推薦型選抜Ⅱ・総合型選抜 Ⅱ］和文や英文の理解に加え、理科や数学の基礎的な知

識を基に、その内容およびそれに関連した事項について、受験時までの学習や経験を踏まえ

つつ考察し、日本語や英語で適確に表現できる。 

２ 自分の考えや行動に責任を持ち、それを相手に明確に示すことができる。 
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（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

３ 人が好きで、生命に対する倫理観がしっかりしている。 

４ 医学・医療に対する目的意識と関心が高く、この分野に貢献したいという意欲と情熱を持って

いる。 

５ 入学後も、生涯にわたって自己啓発・自己学習・自己の健康増進を継続する意欲がある。 

６ 幅広い人間性、柔軟性と協調性を有し、多様な人々と協働して良好な関係を保つことができ

る。 

７ ［学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦）］幅広い総合的な診療能力を身につける意欲を持

ち、愛媛県内の地域医療の担い手となる高い使命感と倫理感を持っている。 

８ ［総合型選抜Ⅱ］研究医の不足や、地域・診療科における臨床医の偏在など、医学・医療を取

り巻く諸問題に強い関心を持ち、その是正に意欲を持って取り組み、愛媛県内の医学・医療の担

い手となる高い使命感と倫理感を持っている。 

 

 

選考方法の趣旨 

 

Ⅰ．医学科 

 

【一般選抜 前期日程】 

  医師を目指すためには、卒業までに多くの専門知識や技術を身につけなければなりません。そ

のためにも、大学入学までに培われるべき基礎学力が必要です。 

大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力を

みるために 6 教科 8 科目を課しています。 

  個別学力検査では、数学、理科（物理・化学）と総合問題の筆記試験を行い、これらの科目の

基礎知識や応用力を試します。 

  また、面接試験では、医師を目指すという目的意識や情熱が強いこと、緊張した状況下でも落

ち着いて、他者に自分の考えを自分の言葉で伝えられるコミュニケーション能力を有しているこ

とを確認します。さらに、多様な人々と協働し生涯学び続けることが求められる医療人としての

適性、医師の社会的責任について自分なりの考えを持っていることや、医療や医学について社会

問題となっている事柄についての興味や関心を確認します。 

 

【学校推薦型選抜ⅡＡ（学校推薦）】 

  医師を目指すためには、卒業までに多くの専門知識や技術を身につけなければなりません。そ

のためにも、大学入学までに培われるべき基礎学力が必要です。 

  筆記試験では、文章の内容や意味を正しく捉え、内容を考察し、自分の考えを論理的にまとめ

て表現できる能力を持った学生を選抜するために、総合問題試験を課しています。テーマは医

学・医療に関係する内容に限らず、数学・物理・化学・生物・地学を含む自然科学全般やその

時々の社会問題から広く出題します。 

  また、面接試験では、医師を目指すという目的意識や情熱が強いこと、緊張した状況下でも落

ち着いて、他者に自分の考えを自分の言葉で伝えられるコミュニケーション能力を有しているこ

とを確認します。さらに、多様な人々と協働し生涯学び続けることが求められる医療人としての
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適性、医師の社会的責任について自分なりの考えを持っていることや、医療や医学について社会

問題となっている事柄についての興味や関心を確認します。 

  大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力を

みるために 6 教科 8 科目を課しています。 

 

【学校推薦型選抜ⅡＢ（地域特別枠推薦）】 

  医師を目指すためには、卒業までに多くの専門知識や技術を身につけなければなりません。そ

のためにも、大学入学までに培われるべき基礎学力が必要です。 

  筆記試験では、文章の内容や意味を正しく捉え、内容を考察し、自分の考えを論理的にまとめ

て表現できる能力を持った学生を選抜するために、総合問題試験を課しています。テーマは医

学・医療に関係する内容に限らず、数学・物理・化学・生物・地学を含む自然科学全般やその

時々の社会問題など広い範囲から出題します。 

  また、面接試験では、医師を目指すという目的意識や情熱が強いこと、緊張した状況下でも落

ち着いて、他者に自分の考えを自分の言葉で伝えられるコミュニケーション能力を有しているこ

とを確認します。さらに、多様な人々と協働し生涯学び続けることが求められる医療人としての

適性、医師の社会的責任について自分なりの考えを持っていることや、医療や医学について社会

問題となっている事柄についての興味や関心を確認します。加えて、将来の愛媛県の地域医療を

支える人材として、幅広い総合的な診療能力を身につけ、医学・医療の発展に貢献するという自

覚を、面接試験によって評価します。 

  大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力を

みるために 6 教科 8 科目を課しています。 

  なお、本選抜では、大学が行う上記の試験（筆記、面接）とは別に、愛媛県担当者による面接試

験があります。そこでは、入学後に愛媛県が提供する奨学金の奨学生となる意思を確認します。 

（この奨学金制度では、県が指定する医療機関で卒業後に一定期間勤務すると奨学金の返還が免

除されます。） 

 

【総合型選抜Ⅱ】 

  医師を目指すためには、卒業までに多くの専門知識や技術を身につけなければなりません。そ

のためにも、大学入学までに培われるべき基礎学力が必要です。 

  筆記試験では、文章の内容や意味を正しく捉え、内容を考察し、自分の考えを論理的にまとめ

て表現できる能力を持った学生を選抜するために、数学・物理・化学・生物・地学を含む総合問

題試験を課しています。テーマは医学・医療に関係する内容に限らず、自然科学全般やその時々

の社会問題など広い範囲から出題します。 

  また、面接試験では、医師を目指すという目的意識や情熱が強いこと、緊張した状況下でも落

ち着いて、他者に自分の考えを自分の言葉で伝えられるコミュニケーション能力を有しているこ

とを確認します。さらに、多様な人々と協働し生涯学び続けることが求められる医療人としての

適性、医師の社会的責任について自分なりの考えを持っていることや、医療や医学について社会

問題となっている事柄についての興味や関心を確認します。加えて、将来の愛媛県の医学・医療

を支える人材として、研究医の不足や、地域・診療科における臨床医の偏在など、医学・医療を

取り巻く諸問題に強い関心を持っていることや、その是正への意欲と医学・医療の発展に貢献す

るという自覚を評価します。 
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  大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力を

みるために 6 教科 8 科目を課しています。 
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